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は じ め に

　子どもは、未来の社会の担い手です。自分自身が大切にされ
ているという実感があるからこそ、子どもは自分に自信を持ち、
安心して、様々な「ひと・もの・こと」に興味・関心を持って関わっ
ていきます。子どもが遊ぶ楽しさ、学ぶ面白さを感じながら、思
考を働かせ、生き生きと生活することができる、そのような社会
の中で、子どもは心豊かに健やかに育つと考えます。
　子どもが誕生したそのときから、その育ちと学びを支えるため、 
幼児期の教育があります。幼児期の教育は、「生涯にわたる人格
形成の基礎を培う重要なもの」です。この重要な学びを、子ども
一人ひとりの小学校以降の教育につなぐため、子どもに関わる全
ての大人が切れ目のない支援の必要性を理解し、その支援のあり
方について見直し、一体となって取り組むことが不可欠です。
　このたび、切れ目のない支援のカギとなる架け橋期に焦点を当
て、幼児教育も小学校教育も共に、今一度見直すため本ガイドを
策定しました。
　架け橋期の教育は、子どもの誕生から、子どもを温かく見つめ
る大人の関わりが土台となります。子ども一人ひとりの人権が尊重
される環境の中で、子どもの育ちと学びが保障されます。子ども
の育ちと学びを切れ目なく支援する体制を築き、子どもが自分自
身の可能性を最大限に発揮し、社会的に自立し生き抜くことがで
きるよう、市町村と連携をより一層図りながら、県内全ての子ど
もの幼児期、そしてその先にある小学校以降の教育の充実に向け、
これからも取り組んでまいります。

　令和７年３月

島根県幼児教育センター
（島根県健康福祉部・島根県教育委員会）



「しまねの架け橋期の教育ガイド」における用語について

○「架け橋期」　　：�幼児教育と小学校教育をつなぐ、５歳児から小学校１年生までの２年間
○「幼小」　　　　：�施設種関係なく全ての幼児教育施設と小学校の総称、及び全ての幼児教育施設

における保育・教育と小学校教育の総称
○「幼児教育施設」：�幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、認可外保育施設等
○「認定こども園」：�幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園、�

地方裁量型認定こども園
○「小学校」　　　：�小学校及び義務教育学校前期課程、特別支援学校小学部
○「幼児期」　　　：�幼児教育施設において子どもが生活する期間の総称
○「子ども」　　　：�０歳から小学校就学以降までの乳幼児、幼児、児童の総称
○「保育者」　　　：�幼稚園教諭、保育士、保育教諭及びそれぞれの施設で教育・保育に従事する者
○「三要領・指針」：�「幼稚園教育要領（文部科学省）」、「保育所保育指針（厚生労働省）」、
　　　　　　　　　　「幼保連携型認定こども園教育・保育要領（内閣府・文部科学省・厚生労働省）」

　島根県では、　就学前の子どもが在籍する施設を全て「幼児教育施設」と呼び、　０歳から就学
前のすべての子どもにとっての幼児教育の場であると位置付けています。　「幼小」は幼稚園と小
学校を指すのではなく、「幼児教育施設と小学校」、「幼児教育と小学校教育」を指します。

参考資料、文献　他

政府・省庁発行の文書
・　文部科学省�(2018).�『幼稚園教育要領解説』.�文部科学省.
・　厚生労働省�(2018).�『保育所保育指針解説』.�厚生労働省.
・　内閣府,�文部科学省,�厚生労働省�(2018).�『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』.�内閣府.
・　文部科学省（2017）.�『小学校学習指導要領解説』.�文部科学省.
・　文部科学省,�国立教育政策研究所,�教育課程研究センター�(2018).�『発達や学びをつなぐスタートカ
リキュラム：スタートカリキュラム導入・実践の手引き』.�文部科学省.

・　文部科学省�(2021).�『幼保小の架け橋プログラム』.�文部科学省.
・　内閣府,�文部科学省,�厚生労働省�(2022).�『幼保連携型認定こども園における園児が心を寄せる環境
の構成』.�内閣府.

・　中央教育審議会�幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会�(2023).�『学びや生活の基盤をつくる幼
児教育と小学校教育の接続について：幼保小の協働による架け橋期の教育の充実』.�中央教育審議会.

・　文部科学省,�厚生労働省,�内閣府�(2023).�『障がいのある幼児と共に育つ：生活の理解と指導』.�文
部科学省.

・　文部科学省�初等中等教育局教育課程課�(2021).�『学習指導要領「生きる力」教師向け参考資料�2：
育成を目指す資質・能力と個別最適な学び・協働的な学び』.�文部科学省.

・　中央教育審議会�(2021).�『令和の日本型学校教育の構築を目指して：全ての子供たちの可能性を引
き出す、個別最適な学びと、協同的な学びの実現』.�文部科学省.

・　内閣府�(2023).�『幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン（はじめの100か月の育ちビ
ジョン）』.�内閣府.

・　文部科学省�教育課程課・幼児教育課�(2024).�「生活科における学校段階等間の接続を踏まえた指導
の充実」.�『初等教育資料』,�No.1419,�2024年8月号.

・　文部科学省�(2024).�『幼児教育と小学校教育がつながるってどういうこと？：幼児教育及び小学校
教育関係者向けの参考資料』.�文部科学省.

・　文部科学省�(2012).�『幼児期運動指針ガイドブック：毎日、楽しく体を動かすために』.�文部科学省.

学術論文・硏究紀要
・　島根県立大学松江キャンパス�(2025).�「保幼小連携・接続カリキュラムに関する一考察（1）－文
部科学省の架け橋プログラムまでの施策から－」.�『島根県立大学松江キャンパス研究紀要』,�第64号.�
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1

Ⅰ島根県幼児教育振興プログラム改訂の趣旨

1  改訂のねらい
　島根県幼児教育センターは、令和2年に島根県幼児教育振興プログラムを策定し、
県民の皆様に幼児教育の重要性や、本県の取組についてご理解いただくと共に、「チー
ムしまね」として、しまねの子どもたちの未来のための幼児教育を進めてまいりま
した。
　そのような中、新型コロナウイルス感染拡大の危機に直面し、子どもたちの生活は、
人との関わりの面でも制限されました。現在は、生活の様々な制限は緩和されたと
はいえ、子どもの心身の成長に与える影響は計り知れません。
　また、それ以外にも、社会の情勢は大きく変化し、予測不可能で複雑化する社会
の中で、子どもの「生きる力」を育てるためには、幼児教育を生涯にわたる教育の
土台とした、幼児教育と小学校教育の連携・接続のあり方について、改めて見直す
ことが必要と考えます。
　この幼児教育と小学校教育の連携・接続のあり方の見直しは、島根県において重
要課題であり、その課題解決のためには、
① 小学校以降の主体的・対話的で深い学びにつなぐ幼児教育の質が、幼稚園、保育

所等の施設種に関係なく確保されること
② 幼小連携・接続の必要性について、幼児教育そして小学校以降の教育関係者だけ

ではなく、子どもに関わる全ての大人が理解し、子どもの育ちに対しそれぞれ自
分事として考える必要があること

以上の2点を重点とし、島根県幼児教育振興プログラムを改訂することとしました。
　幼児教育と小学校教育においては、教育課程の構成等、様々な違いがあります。
特に、幼児教育施設で過ごしてきた子どもにとって小学校入学は大きな環境の変化
です。5歳児から小学校1年生の2年間の「架け橋期」は、生涯にわたる学びや生活
の基盤をつくる上で大変重要です。この架け橋期の教育の充実を核に、0歳から18
歳の学びの連続性に配慮し、教育の充実のために教育内容や指導方法を工夫するた
めの基本的な考え方について、島根県内の子どもに関わる全ての大人が共有するた
めの指針をここに策定します。

2  国の取組 ～幼小の架け橋～
　平成18年改正の教育基本法により、家庭教育や幼児教育の重要性が周知されまし
た。また同時期に改正の学校教育法第1条により、幼稚園は後に続く小学校以降の
教育の基礎であることが規定されました。
　平成30年には、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・
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2

保育要領が史上初の同時改訂（改定）されました。その内容は以下の点で特徴的で
した。
　・　幼稚園・保育所等、施設種関係なく、全て「就学前の子どもの教育施設」とし

て位置付けられたこと
　・ 　小学校教育をゼロからのスタートとせず、0歳から18歳までの学びの連続の

中で、幼児教育がその基礎としての役割を担うことを明確にされたこと
　・　「生きる力」を育むための資質・能力の育成や、「幼児期の終わりまでに育っ

てほしい姿」等、子どもの成長を支える手掛かりを共通に整備したこと
　これらの具体化をめざし、令和3年5月に、文部科学大臣より「幼児教育スター
トプラン」のイメージが公表され、「幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会」が
中央教育審議会初等中等教育分科会に設置されました。委員会が打ち出した「幼保
小の架け橋プログラム」推進の中心は「架け橋期のカリキュラム開発」です。子ど
もを取り巻く関係者が協働して幼小をつなぐカリキュラムを開発することは、幼児
教育の質の向上、小学校教育の改善・充実、そして全ての子どものウェルビーイン
グ※1 の保障に大きく寄与するものと期待できます。
　また、令和5年12月に公表された「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビ
ジョン（はじめの100か月の育ちビジョン）」※2 でも、全ての子どもの誕生前から架
け橋期までの「はじめの100か月」に焦点を当て、特に幼児期は、生涯にわたるウェ
ルビーイングの向上にとって最重要としています。
※1　ウェルビーイング:　身体的、精神的、社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや

人生の意義等の将来にわたる持続的な幸福を生む概念。（R5年6月16日閣議決定「第4期教育振興計画」）
※2　はじめの100か月の育ちビジョン:　母親の妊娠期から架け橋期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョンとし

て、生涯にわたるウェルビーイングの向上のために重要な期間を誕生前から架け橋期の100か月とし、示されたも
の（こども家庭庁）

3  県の取組

⑴　しまね教育振興ビジョン

【しまね教育振興ビジョンの3つの基本目標】
　1　すべての子どもが学びの主人公　〜一人ひとりを尊重する学校〜
　2　実体験に根ざした本物の教育　〜地域とともにある学校〜
　3　挑戦心、探究心が育つ学びの環境　〜子どもも大人も学び成長する学校〜

【しまね教育振興ビジョンにおける3つの育てたい資質・能力】　　
　1　学びの土台をなす人間力
　　・　自分を含む全ての人の権利を尊重して行動する力
　　・　自分の良さや可能性を認識し、夢や希望をもって未来に挑戦する力　　他■
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　2　学びの中核をなす学力
　　・　学ぶことの意味を理解し、主体的に学びに向かう力
　　・　既存の枠組みを破り、新たなアイデアや方法を生み出す力　　他■■■■
　3　学びを展開する社会力
　　・　多様性を認め、相手を尊重するとともに、相互に支え合う姿勢
　　・　他者と協働して課題を創造的に解決していく力　　他

　「しまね教育魅力化ビジョン」（令和2年度〜令和6年度）が5年間の実行期間を終え、
県民一体となって、島根県の教育を進めるための「しまね教育振興ビジョン」が令
和７年３月に策定されました。
　3つの目標中の「学校」には、幼児教育施設も含まれます。子どもの人権を尊重
する教育、ふるさとの特色を活かした実体験を通した教育、子どもの夢や挑戦心を
育む教育等に、施設種・学校種を超えた連携の中で取り組むべきことが示されてい
ます。
　「しまね教育振興ビジョン」では、「発達の段階に応じた学力の育成」を具現化す
るため、以下の方向性を持って、県内の幼小連携・接続の推進を図っていきます。
　・　 本稿「しまねの架け橋期の教育ガイド」に基づき、幼児教育施設及び小学校、

地域、家庭が一体となった架け橋期の教育を充実
　・　幼小合同会議や保育・授業研修会等を通して、全ての幼児教育施設と小学校

が教育内容や指導方法等の相互理解を深める取組により、架け橋期の学びのつ
ながりを推進

　・　 幼児教育施設と小学校との協働により、架け橋期のカリキュラムを編成・実施・
検証ができるよう、島根県幼児教育センターにおいて、市町村における研修支
援や幼児教育アドバイザー等への指導・助言を実施

　「しまね教育振興ビジョン」の3つの育てたい資質・能力は、0歳から18歳までを
貫きます。3つの基本目標を目指す中で、幼児教育施設は、資質・能力の基礎を育み、
確実に小学校以降の教育につないでいくという重要な使命を担っています。

⑵　しまねの架け橋期の教育
　「しまね教育振興ビジョン」では、 幼児教育推進の方向性の筆頭として「架け橋期
の教育」の推進を挙げています。 
　幼児教育におけるワクワク感・達成感・充実感等は、そのまま小学校教育におい
ても保障されなければなりません。 また、幼児教育と小学校教育間の教育内容、方
法等の違いによる段差が、 その後の学習や生活に支障をきたすようなことがあって
はなりません。 
　そのためには、架け橋期の子どもたちに関わる全ての大人の協働を促し、 子ども
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の学びを支える切れ目ない支援のあり方について、幼児教育施設側と小学校側が相
互理解を図ることが不可欠です。
　例えば、幼小協働による、架け橋期の子どもへの支援のあり方の見直しや、幼児
期の主体的・対話的で深い学びにつながる姿を、生活科を中心とした学習へ活用す
ること等は、幼小の相互理解が必要です。

　このような、架け橋期における、子どもの興味・関心を含めた、子どもの実態（特性・
個性等）の理解を必要とした切れ目のない支援は、子どもの主体的な学びを支えます。
そして、子どもの生き生きとした学びは、「個別最適な学び※3」や、「協働的な学び」
の実現につながっていきます。
※３　個別最適な学び：令和3年中央教育審議会答申　「令和の日本型学校教育の構築を目指して」において「指導の個別化」

と「学習の個性化」に整理されている。多様な子どもたちを唯一人取り残すことなく育成するもので、教師等の視
点としては、個に応じた指導・支援が必要
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Ⅱ円滑な幼小連携・接続のために大切にしたい2つの柱

柱１  「人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性」の理解

⑴　資質・能力の芽生え【遊びを通しての総合的な支援】
ⅰ）　環境への主体的な関わり
　幼児教育は、子どもが自ら興味・関心を持って環境（ひと・もの・こと）に関
わり、 遊びに没頭する中で試行錯誤を繰り返し、 様々な力を身に付けていく、「環
境を通して行う教育」です。
　子ども自身の興味や欲求に基づいた直接的・具体的な体験だからこそ培われ
る、「豊かな心情」「ひと・もの・ことに自ら関わろうとする意欲」「健全な生活
を営むために必要な態度」は、人格形成の基礎となるものです。
　直接的・具体的体験において、子ども自身の心が動かされ、 自らの気付きや「ひ
と・もの・こと」との出会いをきっかけに、活動が変化し、達成感や充実感を味
わいながら、 関わった「ひと・もの・こと」の面白さ、不思議さを実感し、さら
なる遊び（学び）への没頭が生まれます。
　この幼児期の学びにおいて、子どもの「粘り強く取り組む力」「目標に向けて
自己の思いや考え等を調整する力」「他者と協働する力」等の、「非認知能力」が
培われ、この非認知能力が子どもの「学びに向かう力」※４を育みます。
※４　「学びに向かう力」：学習指導要領において学校教育における育成すべき3つの資質・能力の一つに、「学びに

向かう力・人間性」が挙げられる。島根県では、幼児期に特に培われるとされる非認知能力が小学校以降の「学
びに向かう力」の土台となると考える。

　

　非認知能力は、IQ（知能指数）や学力テスト等の数値で表すことができる認知的な能力と対
照的に挙げられます。OECD（経済協力開発機構）と共に非認知能力について共同研究をしてい
るベネッセ教育総合研究所によると、非認知能力とは、①目標の達成（がんばる力、自己抑制、
目標への情熱）、②感情のコントロール（自尊心、楽観性、自信）、③他者との協働（社交性、
敬意、思いやり）の３つの要素で構成されます。
　子どもは、自ら環境に直接関わることによって、心を動かし、頭を働かせ、他者と関わり合い
ながらの体験を積み重ね、様々なことを感じ、学んでいきます。自分の思いを安心して表し、その
思いを他者に受け止めてもらったり、時には他者との思いのくい違いから、対話を通して自分の
思いに折り合いをつけたり、協力して目標を達成する喜びを感じたりといった、幼児期の体験が、
子どもの生きる力へとつながる、学びに向かう力を育みます。

コラム① 非認知能力とは
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　子どもに関わる大人（保育者等）は、子どもが興味や関心を持って環境に関わ
ることができるよう、その思いを汲み取り、子ども理解に努めることが必要不可
欠となります。十分な子ども理解があるからこそ、保育者による環境構成が子ど
もの興味・関心へとつながります。そして、子どもの興味・関心から生まれた遊
びだからこそ、子どもは心身を十分に使い、思いきり遊びに没頭し、目的に向かっ
て遊びをさらに工夫したり試行錯誤したりしていきます。
　子どもは、想像力を発揮する体験、友だちと関わりながら協力する体験等、豊
かな体験を通して、様々な力が関連し合い、総合的に発達していくのです。

ⅱ）　総合的に育まれる3つの資質・能力の基礎
　幼児期に培った「生きる力」は、幼児教育から小学校教育、そして、高等学校
教育への見通しの中で、系統的に育まれるものです。
　そして、「生きる力」を育む中で身に付ける「知識及び技能の基礎」、「思考力，
判断力，表現力等の基礎」、「学びに向かう力，人間性等」は、子どもの発達や、
子どもの興味・関心等を踏まえながら展開する、遊びを通しての総合的な支援に
よって育まれます。

　子どもたちが、満足感、 達成感、 協同的に活動する喜び等を感じ、 さらに遊び
が広がり深まるときに見られる「遊びこむ」姿は、 子どもの資質・能力が育って
いる姿とも言えます。
　この幼児教育において育みたい３つの資質・能力の基礎は、それぞれ個別に取
り出して育むものではありません。遊びを通しての総合的な支援の中で、 一体的
に育んでいくことが大切です。
　そして、総合的に育まれる3つの資質・能力の基礎が、小学校以降の学校教育
の土台となり、学校教育で育成する3つの資質・能力、「知識及び技能（何を知っ
ているか、何ができるか）」「思考力、判断力、表現力等（知っていること・でき
ることをどう使うか）」「学びに向かう力、人間性等（どのように社会・世界と関
わりよりよい人生を送るか）」へとつながります。

知識及び技能の基礎

学びに向かう力，人間性等

遊びや生活の中で、豊かな体験を通して、
感じたり、気付いたり、わかったり、できる

ようになったりする。

気付いたことやできるようになったこと等を使い、
考えたり、試したり、工夫したり、

表現したりする。

思いやりや好奇心、探究心等の様々な心情、
意欲、態度が育つ中で、よりよい生活を

営もうとする。

思考力，判断力，表現力等の基礎



7

⑵　幼児教育を土台にした「つなぐ教育」
ⅰ）　「つなぐ教育」【学びの連続性と切れ目のない支援】
　子どもの教育は、幼児教育からの学びを土台にしたものであり、「小学校から
のゼロスタートではない」ことを共通認識する必要があります。この共通認識の
ためには、土台となる幼児教育を理解することや、幼小の接続を見通したカリ
キュラムを編成・実施するための管理職のリーダーシップが重要です。

　幼児教育施設では小学校接続を見通した指導計画（アプローチカリキュラム
等）を作成しています。小学校ではスタートカリキュラムを作成しています。こ
れは、小学校から新たな教育が始まるという意味ではなく、子どもの発達や学び
の連続を重視し、小学校入学時から安心して学校生活を送るとともに、学習者と
して歩むための学びの計画を意味するものです。

　幼児期には、資質・能力の基礎が育まれる中で非認知能力が培われ、 子どもに
とって、小学校、 中学校における学びに向かうための基盤となります。
　その際、子どもの学びの連続性のためには、架け橋期だけではなく、 環境を通
して行う教育である幼児教育、つまり、0歳からの豊かな体験の積み重ねや、 遊
びを通しての総合的な支援が不可欠です。教育環境の工夫をはじめとして、幼児
教育と小学校教育の切れ目のない支援のあり方を工夫する必要があります。
　このように、学びの連続性を理解することによって、次の図のように、小学校

知識及び技能の基礎

学びに向かう力，人間性等

思考力，判断力，
表現力等の基礎

遊びを通しての総合的な指導

幼
児
教
育（
環
境
を
通
し
て
行
う
教
育
）

小
学
校
以
上

　
　
　18
歳
ま
で

知識及び技能 思考力，判断力，
表現力等

学びに向かう力，
人間性等
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入学という大きな環境の変化においても、幼児教育で育成される資質・能力をも
とに、子ども一人ひとりの可能性が発揮され、小学校以降の主体的・対話的で深
い学びへと発展していきます。

ⅱ）　幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を手掛かりにして
　「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（10の姿）」※5 は、幼児教育施設にお
いて育みたい資質・能力が育まれている子どもの具体的な姿であり、特に、就学
を前にした5歳児後半に見られるようになる姿です。
　この姿は、5歳児に急に見られる姿ではなく、それまでの乳幼児期からの適切
な体験、そしてそのための支援の積み重ねが「幼児期の終わりまでに育ってほし
い姿」につながっていきます。
　県内の全ての幼児教育施設において行われている保育の質が、県内の全ての子
どもたちに保障されることと、施設種関係なく、全ての幼児教育施設の保育・教
育を小学校教育の育ちと学びに円滑につなぐことを島根県では推進します。その
意味において、「幼小連携・接続」の「幼」は「全ての幼児教育施設」を指します。
　そのために、幼児教育施設と小学校が互いの教育を理解し合うことがスタート
ラインとなります。その際、この幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を手掛か
り（視点）に、子どもにさらにつけたい力は何か、そのためにめざす教育のあり
方等について語り合うことが不可欠です。
　また、幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿を踏まえた指導を、幼児教
育だけでなく小学校教育においても工夫することで、教育の質の向上が期待でき
ます。
　つまり、円滑な幼小連携・接続の推進としての一貫した教育実践は、子どもた
ち自身が、主体的に自己を発揮しながら学びに向かう、子どもの生き生きとした
主体的な学びとなります。
※5　幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（10の姿）の内容：本ガイドⅣ―2⑴にて説明

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
（幼児教育と小学校教育とをつなぐ手掛かりとして）

幼児教育で育成する
資質・能力

小学校で育成する
資質・能力

幼児教育で育成した資質・能力
［土台として］

小
学
校

入
　学
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柱２  「架け橋期の教育の充実」のための一体的支援
　架け橋期の教育の充実は、幼児教育において育まれた資質・能力を土台に、小学
校以降において子ども一人ひとりの可能性を発揮できるようにするために重要です。
　この架け橋期の教育の充実のためには、５歳児から小学校１年生の育ちと学びの
基盤となる０歳児からの子どもへの適切な支援の積み重ねが必要です。
　また、小学校入学という大きな環境の変化に対し、子ども一人ひとりが不安や戸
惑いや悩みを抱え込んだままにしないためにも、県内の円滑な幼小連携・接続を推
進することは、子どもに関わる大人の責務であり、支援の一体化は不可欠です。

⑴　一体的支援の基盤となる相互理解
　幼児教育は各教科等の区別がなく、「〜を味わう」「〜を感じる」等、心情や意欲、
態度等の教育に向かうことを重視しています。小学校教育は、教科の区別があり、「〜
ができるようになる」といった具体的な目標への到達を重視しています。
　指導方法も、幼児教育は「環境を通して行う教育」であり、 体験からの学びといっ
た自発的な活動を重視しているのに対し、小学校教育は学級集団を基本とし、単位
時間ごとのねらいに即した指導です。
　このような教育の原理等が違うことをまずは双方が理解することが必要です。
　この違いを理解した上で、幼児教育における体験を通して培った「学びの芽生え」
を、小学校教育での「自覚的な学び」へとどのようにつなぐのか、域内の幼児教育
施設と小学校が共に語り合い、「架け橋期のカリキュラム」を協働作成することによっ
て、架け橋期の教育の充実が図られます。

⑵　子どもに関わる関係者の一体となった支援
　幼児教育の重要性を土台に、架け橋期の教育を充実するためには、全ての幼児教
育施設は、学校と連携・協働するだけでなく、家庭や地域住民の参画を得ることも
必要です。
　そのためには、架け橋期の教育の充実をめざす意義やねらいについて、子どもに
関わる全ての大人が理解することが大切です。

　島根県は、各市町村における幼児教育施設の数や、幼稚園、認定こども園、保育
所等施設種も様々です。島根県における全ての子どもに格差なく学びや生活の基盤
を保障するために、幼児教育の質を施設種関係なく高め合うことが重要です。
　また、「社会に開かれたカリキュラムの観点」からコミュニティ・スクール※６等を
活用し、保護者や地域住民の参画が可能となる仕組みも求められます。
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　特に、子どもにとって大きく環境が変わる架け橋期の教育を中核にして、以下の
点が必要です。
　・　幼児教育と小学校教育の連携・接続
　・　円滑な幼小連携・接続につながる幼児教育施設同士の横の連携
　・　０歳からの発達支援・家庭支援等の取組を推進する体制整備
　・　地域との連携

　各市町村においては、地域内の幼児教育施設の「横の連携」を推進するために、
施設種の異なる幼児教育施設の保育の状況について把握することも必要です。そし
て、様々な幼児教育施設と小学校の円滑な幼小連携・接続を推進するため、域内の
小学校区を中心として、幼児教育と小学校教育の接続を見通した架け橋期のカリキュ
ラムを協働で作成する体制を推進し、その架け橋期のカリキュラムの効果的実践の
検証も推進することによって、島根県内の子どもに関わる大人の一体となった支援
体制が実現すると考えます。
　島根県は、各市町村の状況に合わせ、子どもの保育・教育に関係する大人が一体
となる体制が整備されるよう支援してまいります。
※６　コミュニティ・スクール：地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の５に規定された学校運営協議会を設

置した学校のこと。島根県の公立小中学校では、令和６年５月時点で60.5％導入されている。学校関係者や幼児教
育施設関係者、保護者、地域住民等が学校運営に参画している例がある。



11

Ⅲめざす子ども像の共有

いきいきと
周りの「ひと・もの・こと」と関わりながら

遊びこむ子ども
～ 主体的な学びに向かい、

深い学びへつながる姿をめざして ～

　予測困難な社会の変化に対応し、未来を生き抜くための力を子どもたちが獲得す
るためには、子ども一人ひとりの可能性を伸ばし、子ども一人ひとりの興味・関心
をもとに思いきり自己実現する幼児教育の実現が不可欠です。
　島根県幼児教育振興プログラム（令和２年〜令和６年）では、様々な環境に触れ
たり、友だちと関わったりしながら夢中で遊び、様々な気付きや試行錯誤の中で、
さらに新しい遊びを考え、その遊びの循環の中で自ら育つ、「遊び育つ」姿をめざす
子ども像に掲げていました。
　今回の改訂では、子どもの興味・関心を引き出す環境の中で、子どもが自ら遊び
育つ姿から、「遊びこむ」姿をめざすこととしました。その「遊びこむ」姿とは、子
どもが発達段階に応じて、遊びから自ら学びを獲得し、他者との関わりの中でさら
に遊びに没頭し、遊びを発展させながら、課題解決し、環境を文化的価値あるもの
へと変えていく、そのような子どもの遊び（学び）が深まる姿を「遊びこむ」姿と
しました。
　子どもの学びの基盤となる、「遊びこむ」子どもの姿をめざすためには、子どもが
遊びに夢中になる環境づくりとしての豊かな地域資源（ひと・もの・こと）の活用、
そして地域と連携した豊かな実体験が重要です。
　子どもが、自分の興味・関心をもとに進んで環境に関わり、そこでの気付き・発見・
疑問等からさらに環境に深く関わり、試行錯誤を繰り返しながら問題を解決したり、
新たな挑戦につながったりと、深い学びへとつながる「遊びこむ」経験は、学校教
育での主体的・対話的で深い学びへとつながります。

いきいきと　…主体的な学び

　　◎　生まれながらにして持つ、「自ら育つ力」を発揮する姿
　　◎　周囲の環境（ひと・もの・こと）に能動的に関わろうとする力を発揮する姿
　　◎　頭も心も体も動かし、主体的に活動する姿
　　◎　安心して自分の思いを思いのまま表そうとする姿
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周りの「ひと・もの・こと」と関わりながら　…対話的な学び

　　〜しまねの豊かな環境（ひと・もの・こと）の活用〜
　　◎　興味・関心をもとに、様々なひと・もの・ことに関わる姿
　　◎　コミュニケーションの楽しさや必要性を感じる姿
　　◎　友だちと伝え合い、認め合う姿
　　◎　対話することに対して満足感を感じる姿
　　◎　協同的に活動する中で、気持ちに折り合いをつけようとする姿

遊びこむ　…深い学び

　　◎ 　遊びに集中し、没入し、遊びの循環の中で試行錯誤を繰り返し、
　　　新たな発想、「ひと」との関わりから深い学びへと深化する姿
　　◎ 　環境（ひと・もの・こと）に能動的に関わるからこそ得る、　気付き・発見・

不思議等に対し、解決・挑戦する面白さを感じながら、さらに新たな課題に
向けて取り組もうとする姿

　子どもが遊び（学び）に夢中になる環境づくりには、子どもが周りのどのような
ことに興味を惹かれるのか、子ども一人ひとりへの理解が基盤です。その理解のもと、
子どもの遊び（学び）の過程を丁寧に捉えることによって、その子どもに合った支
援のあり方が見えてきます。そして、子どもの遊び（学び）の変容、深まりをしっ
かりと見取り、環境を再構成する不断の努力によって、「遊びこむ」姿まで高めるこ
とができます。
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Ⅳ取組の方向性

1  めざす子ども像実現のための視点

⑴　発達段階を踏まえた保育・教育

【大切にしたい視点】
　・　自分自身が大切にされているという実感と安定した情緒
　・　一人ひとりの子どもの興味や関心に基づいた直接的・具体的体験
　・　一人ひとりの発達に即した環境の提供
　・　社会性の基盤となる他者との関わり
　・　「自立」に向かうための適切な援助
　・　主体的な学びにつなげるための日々の子ども理解

　めざす子ども像実現のためには、子どもたちの生活の場が、「自分が大切にされて
いる」という安心感を抱くことができる場であることが、最も重要な要件と言えます。
そのためには、保育者と子ども一人ひとりとの信頼関係を十分に築いた上で、子ど
も自ら安心して生活することができることが不可欠です。
　幼児教育施設における生活の中で、子どもが能動的に環境に関わり、探索活動を
始めるのも、生活（環境）の安心感があるからです。探索して新たに出会うことへ
の不安よりも、探索のワクワク感が大きくなり、さらなる探索（追求）に発展する
のも安心感があるからです。
　幼児期の教育から、子どもに関わる大人が信頼関係の上に、常に子どもが「何を
考え」、「何に興味を持っているか」、その行動の裏にある「実現したい思いは何か」
等について、子どもの心に寄り添いながら捉えていきます。
　子どもに関わる大人の思いや価値観を押し付けるのではなく、一人ひとりの子ど
もとの関わりを大切にする中で、思いや考えを丁寧に受け止め、子どもの個性を肯
定的に捉える力が重要です。この子ども理解が、子どもの可能性を伸ばすことにつ
ながります。

　つまり、幼児教育も小学校教育も同様で、一人ひとりの言動の背景にある思いを
察知した、十分な子ども理解が大切です。その理解をもとに、具体的な学びの姿を
考えながら、切れの目のない支援をすることによって、めざす子ども像の実現が可
能となります。
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⑵　一人ひとりの実態に応じた保育・教育
　幼児期の子どもの発達のあゆみは一人ひとり異なります。その発達は、環境との
相互作用を通して資質・能力が育まれる過程であると捉えられます。「できる」「で
きない」ではなく、一人ひとりの子どもの育つ過程を大切にし、個別に対応してい
くことが重要です。
　また、一人ひとりに応じるためには、子どもの思いを表面的に受け止め、応える
のではなく、一人ひとりの発達の姿や内面を理解した上で、子どもの心の動きに応
答する等の適切な関わりをし、保育・教育のあり方や関わりを見直すことが大切です。

　幼児教育施設では、在籍する全ての子どもを対象に一人ひとりに応じた支援、指
導を行っています。特別な支援が必要かどうかに関わらず、共生社会の担い手であ
る子どもを育てるための基盤となる場であることを忘れてはなりません。
　このような共生社会の担い手を育むという視点も、幼児教育から小学校以降の教
育につなぐことが大切です。
　幼児教育施設や学校では、集団の中で生活していると、周囲の子どもたちと違う
言動をとったり、周囲の子どもとのトラブルになったりする子どももいます。その
時に、「子どもが困った行動をとっている」と捉えるのではなく、「子どもが困って
いることはないか」と子どもの困難さを理解しようとすることが必要です。
　また、日本語指導を必要としたり、家庭環境等の影響から支援を必要としたりす
る子どもも在籍していることも考えられます。
　子どもの困難さの背景は一人ひとり異なるため、保護者や関係機関等からの情報
も含め、総合的に子どもの実態を把握し、集団の中で全ての子どもが共に成長でき
るよう、一人ひとりの実態に応じた指導内容や指導方法の工夫を行う必要がありま
す。その際に留意したいことは、子どもが「できる、できない」の観点から見つめ
るのではなく、どのような保育・教育環境や支援の内容があれば可能なのか等、子
どもの成長・発達の可能性を探る視点を持つことです。
　しかし、一人ひとりの実態に応じるあまり個別対応が増え、大人との１対１の関
係性が強くなり、集団での学びが得られにくくなることも考えられます。社会性を
育み、将来の自立と社会参加につなげるためにも、集団での学びを常に意識しなが
ら個別の支援を考えることが必要です。
　視覚支援や絵カードでのスケジュールの提示等、個別に配慮や支援した取組が、
実は全ての子どもにとっての活動のしやすさや理解につながることもあります。誰
もがわかりやすい、ユニバーサルデザインの視点を生かした集団での保育・教育を
検討することも大変有効です。
　その時に、組織的・計画的に指導が行われるよう、長期的な視点での「個別の教
育支援計画※７」と短期的な視点での「個別の指導計画※８」を作成し、保護者や関係
機関と連携した取組にしていくことが重要です。
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　また、集団の中で多様性を認めたり、一人ひとりの子どものよさ（強み）を活か
したりした保育・教育を実施することで、よりよい集団作りにつながり、子どもた
ちの人権感覚や自己肯定感、自己有用感の基盤が育っていきます。
　幼児期は、心身の発達に極めて重要な時期であるため、安心・安全な大人との関
わりの中で、遊びを通して多様な運動経験を積んだり、子どもの理解に適した言葉
で働きかける等して語彙を育んだりすることも大切です。

※７　個別の教育支援計画：障がいのある児童生徒等の一人ひとりの教育的ニーズを正確に把握し、教育の視点から適切
に対応していくという考えのもと、保健、医療、福祉、労働等の関係機関との連携を図りながら、乳幼児期から学
校卒業までの長期的視野に立って、一貫して的確な支援を行うために、障がいのある児童生徒等一人ひとりについ
て作成した計画

※８　個別の指導計画：児童生徒等一人ひとりの障がいの状態等に応じたきめ細かな指導が行えるように、幼児教育施設、
学校における教育課程や指導計画、当該児童生徒等の個別の教育支援計画を踏まえ、より具体的に児童生徒等一人
ひとりの教育的ニーズに対応した指導目標・方法等を盛り込んだ計画

2  子どもを中心につなぐ幼小連携・接続

⑴　幼小の対話を通した子どもの育ち・学びの相互理解
　子どもの「育ち」と「学び」をつなぐには、幼児教育施設と小学校が互いの教育
を理解し合うことが最も重要です。第一歩は職員同士の対話です。その際、幼児期
の終わりまでに育ってほしい姿（10の姿）の活用は、理解を深める上で有効です。

ⅰ）　「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（10の姿）」を手掛かりとした幼小の対話
　「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を手掛かりとした幼小の対話は、架
け橋期はもちろん、その前後を含めた学びの連続の基盤と捉え、　主体的・対話
的で深い学びの充実のための必要な手掛かりとして生かすことが期待されます。
　ただし、　次の点への配慮が必要です。

【配慮すべき点】
　・　「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が到達すべき目標ではないこと
　・　個別に取り出されて指導されるものではないこと
　・　全ての幼児に同じように見られるものではないこと
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ⅱ）　対話の例
　10の姿に照らすと、子どもたちの様々な育ちや学び、経験が見えてきます。
　したがって、10の姿という共通の視点をもとに、具体的な子どもの姿を通し
て対話することは、架け橋期の取組を進める上で極めて有効です。

【10の姿を視点に語る】　
　・　10の姿は、幼小で、どのような具体的姿となって表れているか
　・　幼小の子どもの実態から、10の姿に向かう上で必要な条件は何か
　・　幼小の学びの連続の中で、10の姿の他に大切にすべき姿はあるか

【育ちや学びのつながりの視点で語る】
　・　小学校区の実態から、今後も引き続き大切に育みたい姿は何か
　・　小学校区の実態から、一層丁寧に育てていくとよい姿は何か
　・　重視したい姿を育むために、幼小でどのような経験をつなげていくとよいか
　・　幼小でギャップのある姿は何か
　・　ギャップを埋めるために必要な経験は何か

【授業や保育の参観を通して10の姿を手掛かりに語る】
　・　保育（授業）場面で増やしたい経験は何か
　・　○○を育てるために、どのような保育・授業の工夫が必要か
　・　○○の経験を増やすため、必要な環境（ひと・もの・こと）は何か
　・　子どもたちの豊かな経験のために必要な支援は何か
　・　次回の交流活動を計画（10の姿による幼小交流活動についての評価をもとに）
　・　既存の幼小交流行事のねらいの見直し（10の姿をもとに）

　〜対話のための参照資料〜
【幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（10の姿）を手掛かりにした幼小のつながり】
　幼児教育施設で見られる子どもの姿と小学校生活で見られる子どもの姿を関連付
けて対話することによって、10の姿を育むために、保育者や教職員のどのような支
援が必要か見えてくるはずです。
　対話する中で、保育者と教職員の支援が共通することや、子どもの育ちによって支
援が異なること等が見えてくると、期待する子どもの姿のために、支援の効果的なつ
なぎ方が明らかになることによって、切れ目のない支援が可能となります。つまり、
その地域の子どもの実態に合わせた、子どもの育ちや学びをつなぐ支援となります。
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幼児教育施設での
子どもの姿（例）

保育者・教職員の
支援（例）

小学校生活での
子どもの姿（例）

健
康
な
心
と
体

・　自己を十分に発揮して遊びや
生活を楽しむ。

・　体を動かす気持ちよさを感じ
る。

・　生活に必要な習慣や態度を身
に付ける。

・　自分のやりたいことに向かっ
て、繰り返し挑戦したり、体を思
い切り使って活動したりする。⇒

・　遊びや生活に見通しを持って
自立的に行動する。

・　子どもの安心、安定感
につながるような、学級
等の環境づくりをする。

・　子どもの必要感を理
解し、その思いに基づい
て主体的に体験できるよ
う、環境づくりを工夫す
る。

・　次の活動を考えて準備
をする等、見通しを持っ
て行動する。

・　安全に気を付けて登下
校する。

・　体育科等を中心とした
運動や、休み時間等で他
の子どもたちと一緒に楽
しく過ごす。

自
立
心

・　保育者との信頼関係のもと、
物事を最後まで行う体験を積み
重ねる。

・　自分でやり遂げた満足感を味
わう。

・　様々なことに挑戦し、失敗も繰
り返しながら自分でしなければ
ならないことを自覚する。

・　様々な遊びから、自分がやり
たいことを自分で選んで行動し、
挑戦することによって、満足感を
味わう。

・　自分で活動を選びな
がら主体的に生活できる
ように、その日に必要なこ
と等を視覚的に分かりや
すく提示する。

・　やり遂げる体験から達
成感につながるよう、子
ども一人ひとりのよさが
他の子どもに伝わるよう
に認めたり、クラス全体
で認め合える機会をつ
くったりする。

・　自分でできることは自
分でしようと積極的に取
り組む。

・　自分なりに考えて意見
を言う。

・　分からないことや難し
いことがあれば、先生や
友だちに聞きながら、粘
り強く取り組む。

協
同
性

・　友だちと共に活動することを
通して、様々な感情体験を味わう
ことによって、互いの思いや考え
を共有する。

・　友だちとの共通の目的の実現
に向けて、自分の考えを相手に
分かるように伝えながら、工夫し
たり協力したりすることによって、
やり遂げた充実感を味わう。

・　共通の目的に向かう中
で、子ども一人ひとりの持
ち味が発揮できるよう、
子ども一人ひとりの思い
を受け止める。

・　子ども一人ひとりや友
だちとの関わりの状況
に応じて、適時に援助す
る。

・　学級等の集団生活の
中で、目的に向かって自
分の力を発揮しようとす
る。

・　友だちと協力し、様々
な意見を伝え合う中で、
新しい考えを生み出しな
がら工夫して取り組む。

道
徳
性
・
規
範
意
識
の
芽
生
え

・　友だちとの思いのぶつかり合
い等のうまくいかないことを乗り
越える体験を重ねることによっ
て、相手の視点から自分の行動
を振り返ることができるようにな
る。

・　友だちとの体験の積み重ねを
通した人間関係の深まりの中で、
きまりを守る必要性がわかる。

・　友だちと一緒に心地よく生活
したり、楽しく遊んだりするため
に、自分の気持ちを調整し、友だ
ちと折り合いを付けながら、きま
りをつくったり、守ったりするよう
になる。

・　友だちの気持ちに共
感したり、状況を解決す
るために提案したりする
ことによって、より遊びが
楽しくなることが実感で
きるよう、過程を見守りな
がら、適切に援助する。

・　遊びや生活をより良く
しようとする子どもの姿
を捉え、認め、励まし、ク
ラスの他の子どもにも伝
えていく。

・　初めて出会う友だち等
との関わりにおいても、
幼児期の経験を土台に、
相手の気持ちを考えた
り、自分のふるまいを振
り返ったりする。

・　自分の気持ちや行動を
自律的に調整し、学校生
活を楽しくしていこうとす
る。
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幼児教育施設での
子どもの姿（例）

保育者・教職員の
支援（例）

小学校生活での
子どもの姿（例）

社
会
生
活
と
の
関
わ
り

・　保育者との信頼関係を基盤と
しながら、いろいろな人と親しみ
を持って関わる。

・　家族以外の地域の身近な人
と触れ合う体験をする。⇒

・　人との様々な関わり方に気
付き、相手の気持ちを考えて関
わったり、自分が役に立つ喜び
を感じたりすることによって、地
域に親しみを持つ。

・　相手や状況に応じて、
考えて行動しようとする
姿を認め、クラス等の話
題にする。

・　子どもの関心に応じ
て、必要と思われる情報
を、遊びに取り入れやす
いように、子どもと情報と
の出会いの場を提示する
方法を工夫する。

・　情報収集や活用方法
は、保育者がモデルとな
り得る。

・　相手の状況や気持ち
を考えながら、いろいろ
な人と関わることを楽し
む。

・　関心のあることについ
ての情報を積極的に取り
入れようとする。⇒

・　ふるさと教育
　（ 地域への親しみや、地

域の中での学びの場
へのつながり）

思
考
力
の
芽
生
え

・　周囲の環境に積極的に関わ
りながら、新たな発見をしたり、
より面白くなる方法を考えたりす
る。

・　身近な事象に積極的に関わる
中で、物の性質や仕組み等を感
じ取ったり、気付いたりするよう
になる。⇒

・　遊びや生活の中で、物の性質
や仕組み等を生かして、考えた
り、予想したり、工夫したりする。

・　友だちの様々な考えに触れる
中で、自分と異なる考えがあるこ
とに気付き、判断したり、考え直
したりする等、自分の考えをより
良いものにしようとする。

・　環境の中の様々な物
の特性を生かし、子ども
の好奇心や探究心を引き
出すことができるような
環境構成をする。

・　子ども一人ひとりの考
えを受け止め、言葉にし
て子どもに伝えることに
よって、さらに子どもの
考えを引き出すようにす
る。

・　新しい環境や、教科等
の学習に興味・関心を
持って、主体的に関わろ
うとする。

・　主体的に問題を解決し
ようとする。

自
然
と
の
関
わ
り
・
生
命
尊
重

・　身近な自然の美しさや不思議
さに触れて感動する体験を通し
て、自然の変化等を感じ取り、関
心を持つ。

・　身近な動植物に愛着を持って
関わる中で、生まれてくる命や死
に接し、生命の不思議さや尊さ
に気付き、大切にする気持ちを
持って関わる。⇒

・　好奇心や探究心を持って考え
たことをその子どもなりの言葉
等で素直に表現する。

・　自然への愛情や畏敬の念を持
つ。

・　自然環境を積極的に
取り入れた体験を豊かに
する環境構成を工夫す
る。

・　子どもの体験から気付
いたことを言葉にして伝え
ることによって、さらに自
然との関わりが深まるよ
うにする。

・　自然の事物や事象につ
いて関心を持つ。

・　関心や、体験をもとにし
て、自然の事物や事象に
ついての理解を深める。

・　生命あるものを大切
にし、生きることのすばら
しさについて考えを深め
る。
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幼児教育施設での
子どもの姿（例）

保育者・教職員の
支援（例）

小学校生活での
子どもの姿（例）

数
量
や
図
形
、
標
識
や
文
字
な
ど
へ
の
関
心
・
感
覚

・　身近にある数字や文字に興
味・関心を持つ。

・　物を数えることを楽しむ。
・　数量や図形、標識や文字等に

触れ、親しむ経験を重ねる。⇒

・　必要感を持って、数の多さ等を
比べるために数えたり、長さや広
さ等を比べたり、様々な形を組み
合わせて遊んだりする。

・　生活等に関係の深い標識や
文字等に関心を持ち、その役割
に気付いたり、使ったりする。

・　文字には人に思いを伝える役
割があることに気付き、友だちに
メッセージを書きながら、友だち
とのつながりを感じる。

・　子ども一人ひとりの数
量や図形、標識や文字等
との出会いや関心の持ち
ようを把握する。

・　子どもの姿を捉え、活
動の広がりや深まりに応
じて、数量や文字等に親
しむことができるよう援
助する。

・　単に正確な知識を獲
得することを目的にする
のではないことに十分留
意する。

・　小学校における教科
学習に対して、関心を
持って取り組む。

・　それまでの経験によっ
て、実感を伴って理解す
る。

・　学んだことを日常生活
の中で活用する。

言
葉
に
よ
る
伝
え
合
い

・　絵本や物語等に親しみなが
ら、豊かな言葉や表現を身に付
ける。

・　自分の気持ちや思いを伝え、
保育者や友だちが自分の話を聞
いてくれる中で、言葉のやり取り
の楽しさを感じる。

・　言葉のやり取りを通して、相手
の話を聞いて理解したり、共感し
たりする体験を積み重ねることに
よって、話や思いを伝え合う楽し
さや喜びを感じ、伝え合うことが
次第にできるようになる。⇒

・　経験したことや考えたこと等を
相手に分かるように工夫しなが
ら、言葉で伝えたり、相手の話を
注意して聞いて理解したり、言葉
による伝え合いを楽しむようにな
る。

・　言葉で表現したくなる
ような、心が大きく動く体
験を計画的に積み重ね
る。

・　日々の生活の中で、子
どもが伝えようとするこ
とを丁寧に聞き、その思い
を温かく受け止めること
に常に配慮する。

・　活動の振り返りの場を
大切にし、子どもたち一人
ひとりの思いを伝え合うこ
とを通して心を通わせる
機会を計画する。（成功
体験としての積み重ね）

・　様々な感情を言葉で
表すことを意識した支援
（特にマイナス感情を保
育者が共有することを通
して言語化し、子ども自
身が少しずつ言葉で表す
ことができるように配慮）
をする。

・　新しい環境等への困り
感、不安等助けを言葉に
して、教師等へ伝えること
ができる。

・　思いや自分がやってみ
たいと思ったことだけで
なく、怒りや戸惑い、不安
等のマイナス感情を言葉
で伝えることができる。

・　本に親しみ、読書を好
む。

・　読み聞かせや読書で
感じた思いを身体や言葉
等で表現できる。

・　自分が伝えたいだけで
なく、幼児期の伝え合い
の経験のもと、興味・関
心を持って友だちの考え
を聞こうとする。

・　友だちとの意見のやり
取りを楽しむ。

・　友だちと、対話をもと
に課 題解決しようとす
る。
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幼児教育施設での
子どもの姿（例）

保育者・教職員の
支援（例）

小学校生活での
子どもの姿（例）

豊
か
な
感
性
と
表
現

・　生活の中で、心を動かす出来
事に触れ、みずみずしい感性を
もとに、思いを巡らせ、様々な表
現を楽しむ。

・　動きや声等で表現したり、演じ
て遊んだりしながら、自分なりに
表現することの喜びを味わう。⇒

・　身近にある様々な素材の特徴
や表現の仕方等に気付き、必要
なものを選んで、感じたことや考
えたことを自分で表現したり、友
だちと工夫して創造的な活動を
繰り返したり、友だちと表現する
過程を楽しむ。

・　子どもの表現や、表そ
うとする思いを受け止め
る。

・　子どもが多様な素材や
用具に触れながらイメー
ジやアイデアが生まれる
ように環境を整える。

・　それぞれの表現を友だ
ちと認め合い、取り入れ
たり、新たな表現を考え
たりする姿を認める。

・　小学校の学習において
感性を働かせ、表現を楽
しむ。

・　自分の気持ちや考えを
適切に表現する方法を自
分なりに選ぶ。

・　臆することなく、自信を
持って表現する。（小学
校生活を意欲的に進め
る基盤）

⑵　幼小をつなぐ発達のめやすの共有
　幼児教育と小学校教育をつなぐ「発達のめやす」を子どもに関わる大人が共有する
ことは、子どもの健やかな成長への切れ目のない支援を実現するために必要です。
　小学校以降の教育に携わる教職員にとっても、子どもの発達の流れを把握すること
によって、子どもに育成する資質・能力の基盤がどのような過程で培われていくのか
理解することができます。このことは、小学校教育開始時における子どもにとっての
無理な環境変化を与えないことにつながります。
　子どもたち一人ひとり違うペースで発達するため、発達の大まかなめやすを共有し
た上で、保育者や教職員、そして保護者等の大人が、一人ひとりの子どもに対する適
切な支援を行うことが大切です。この適切な支援によって、めざす子ども像の実現、
そしてしまね教育振興ビジョンの基本目標である、「すべての子どもが学びの主人公」、

「実体験に根ざした本物の教育」、「挑戦心、探究心が育つ学びの環境」に向かっていく
と考えます。

【幼小の育ちと学びをつなぐ視点において育みたい３つの力】
　子どもたちは、自ら育つ力に加え、乳幼児期にふさわしい生活が展開される中で、
自らの可能性をさらに伸ばしていきます。めざす子ども像実現に向かっていく中で、
しまね教育振興ビジョンで掲げる「学びの土台をなす人間力」「学びの中核をなす学力」

「学びを展開する社会力」につながる、土台としての主な力として、３つの力を挙げます。

巻末付属資料１
「幼小をつなぐ発達のめやす」
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ⅰ）主として「生活していく力」
　めざす子ども像の「いきいきと」は、心と体を働かせ、主体的に活動する子ども
の姿を目指します。
ⅱ）　主として「人と関わる力」
　めざす子ども像の「周りの『ひと・もの・こと』と関わりながら」は、環境へ
の能動的な関わりを通して、様々な力を身に付けていくことを期待しています。
　子どもが周りの「ひと・もの・こと」へ関わり、「遊びこむ」過程の中で、保
育者をはじめとして他の子ども等との「人との関わり」が、その子どもの遊び（学
び）を支えます。
　今の世の中では、地域や様々な生活の場において人との関わりが昔より希薄と
なり、子どもの中には人との関わりに不安を感じたり、コミュニケーション力に
課題があったりすることが考えられます。その支援の視点からも、「人」との関
わりに焦点を当てることとしました。
ⅲ）　主として「思考力の芽生え」
　めざす子ども像の「遊びこむ」は、遊びに熱中・集中・没入し、子ども自ら試
行錯誤を繰り返すことを通して、学びに向かう力を培っていくことです。これは、
子どもたちの学びの芽生えであり、変動する社会を生き抜くために重要な課題解
決力の土台ともなる「思考力の芽生え」となります。

【幼児教育で育む力を小学校教育へつなぐイメージ図】

幼児教育において育てたい力（0歳～小学校就学時） 幼児期の終わりまでに
育ってほしい10の姿

小学校での学び（架け橋期）

幼
児
教
育
と
小
学
校
教
育
と
の
連
携
・
接
続

健康な心と体

自立心

協同性

道徳性・規範意識の
芽生え

言葉による伝え合い

豊かな感性と表現

社会生活との関わり

思考力の芽生え

自然との関わり・
生命尊重

数量・図形・文字など
への関心・感覚

生
活
し
て
い
く
力

人
と
関
わ
る
力

思
考
力
の
芽
生
え

健　康

人間関係

言　葉

表　現

環　境

・進んで運動し、健康な心と体を育てる。
・自分のことは自分で行い、主体的に園生
活を送る。
・生活リズムを身に付ける

・日常の中で文字や数量などに親しみ、関
心を持つ。

・感じたことや考えたことを伝える。
・音楽や造形活動、身体表現などで自分を
表現する。
・豊かな感性と創造性を豊かにする。

・身近な環境に主体的に関わり、生活に取
り入れていく。
・考えたり、発見したり、工夫したり、好奇心・
思考力・表現力の基礎を培う。
・周囲の自然や社会に関わり、関心を持つ。

・自分の力で行動し、自立心を育てる。
・先生や友だちとの関わりを深める。
・遊びを通して、一緒に活動する楽しさを味
わう。
・人に対する思いやりの気持ちを育てる。
・きまりやルールを守り、規範意識を育てる。

・自分の気持ちを言葉で表現する。
・先生や友だちの話を聞き、自分から考え
や思いを話す。
・日常の中で気持ちのよい挨拶をする。
・絵本や童話に親しむ。

　幼児教育は様々な力を一体的に育むべきものです。上記の図はあくまでも、学びのつながりについて、
キーワードをつなげて理解する視点を加え、イメージとして表したものです。
※　上記図は、小山優子島根県立大学教授作成の「幼児教育から小学校教育の12年間で身につけたい力」（島根県立大学
松江キャンパス紀要第64号　2025年に掲載）を参考に、県幼児教育センターで作成したものです。

生
　
活

体　育

特別活動

道　徳

国　語

音　楽

図画工作

算　数
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⑶　学びをつなぐ～幼小の接続とは～
第1期 第2期 第3期

時　期 2005年頃 2015年頃 現在

接続の目的
・　学校生活への適応に課題

がある児童への対応
・　入学を機に、子どもたちが

学校生活に安心・安全を感
じ、自分の良さが発揮できる
こと

・　学びをつなぐこと

キーワード
等

・　スタートカリキュラム登場
　（H20年改訂小学校学習

指導要領「生活科編」）

・　「スタートカリキュラム
　　スタートブック」各校配付

・　幼児期の終わりまでに育っ
てほしい姿

・　資質・能力
・　主体的・対話的で深い学び

参考：第1回  幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会  田村　学委員配付資料「主体的・対話的で深い学び」
と「幼小連携接続」文部科学省. 2021

　幼小接続については、第３期目を迎えています。第１期は「小１プロブレム」が指
摘され始めたころ、学校生活に適応できない児童への対応を主眼とした接続でした。
　第２期は「子どもたちが安心して入学後の生活ができること」が目指されました。
この期には、幼小の情報交換会や保育・授業参観、幼児・児童の交流（一緒に遊ぶ、
給食を食べる等）が積極的に行われました。
　第３期の今は、カリキュラムの上で「幼小接続」を達成しようとしている時期です。
すなわち、幼児期の教育（幼稚園、保育所、認定こども園における教育）と児童期
の教育（小学校における教育）を円滑に接続することを目指しています。三要領・
指針及び小学校学習指導要領でも総則において「学びをつなぐ」ことが示されてい
ます。
　ここで重要になるのが、学びの連続性を意識したカリキュラムの開発ということです。
詳細については後述します。

ⅰ）幼小の学びをつなぐために理解したい幼小の違い
　　【幼小の違い（例）】

幼児教育施設 小学校
全体的な

特徴 「遊び」を通した総合的な指導 教科の目標等に沿って選択され
た教材によって教育を展開

目標
教育課程

・方向目標
　（「〜を味わう」「〜を感じる」）
・体験カリキュラム
　（生活・体験重視）

・到達目標
　（〜することができる）
・教科カリキュラム

教育の
枠組

子どもの生活リズムに合わせて
展開

固定した時間割に沿って展開
明確な複数の時間パーツで構成

生活場所 一人ひとりの興味や関心に応じ、
柔軟に設定

自分の教室の自分の机が生活の
中心
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　幼児教育施設と小学校の間には、子どもの発達段階を背景とする、教育課程
（全体的な計画）の構成原理や指導方法等の様々な違いが存在しています。
　義務教育開始前の５歳児は、遊びを中心として、頭も心も体も動かして様々な
対象と直接関わっていく時期であり（学びの芽生え）、児童期は、学ぶというこ
とについての意識があり、集中する時間とそうでない時間の区別がつき、自分の
課題の解決に向けて、計画的に学んでいく時期（自覚的な学び）です。この大き
な違いに配慮をする必要があります。

ⅱ）　小学校入学後に子どもが抱える課題
　幼児教育と小学校教育の違いは、子どもの発達段階に応じた教育を行うために
は必要な違いです。しかし、子ども一人ひとりの発達や学びは幼児期と児童期で
はっきりと分かれるものではありません。
　また、適応困難な場合に、小学校入学当初の子どもが、学習や生活に関する自
らの不安等を、言葉を用いて伝えることは難しく、一人で戸惑いや悩みを抱えこ
むことが懸念されます。
　子どもにとっては、初めての就学です。この時期につまずいてしまうことは、
その後の学校生活や成長に大きな影響を与えかねません。下記データが示す２年
生の状況は、この点から注視すべきです。

　（出典：「問題行動報告書結果R1 〜 R5」島根県教育庁教育指導課子ども安全支援室提供）

⑷　架け橋期のカリキュラムの開発
　幼児教育と小学校教育が共通の視点を持って教育課程や指導計画等を具体化し、
組織的・体系的な教育を推進できるよう、架け橋期のカリキュラム（以下、カリキュ
ラム）の開発を推進します。本項では、行政（教育委員会、福祉部局）担当者、幼
児教育施設代表、小学校代表により組織するカリキュラム開発会議を設置して取り
組む場合を例示します。

不登校児童数（島根県） いじめ件数

1年生
■H30　■R1　■R2　■R3　■R4　■R5　 ■R1　■R2　■R3　■R4　■R5　

2年生 1年生 2年生
0

20

40

60

80

100

120

140

0

50

100

150

200

250

300

350

400

15
28 2321

58
71

33
42
33

54

70 194
213

238246 247

205 191

245
271

349122
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ⅰ）架け橋期のカリキュラムとは
　０〜 18歳の学びの連続性に配慮しつつ、５歳児から小学校１年生の２年間を
見通した計画です。このカリキュラムをもとに、幼児教育施設や小学校では指導
計画（日案、週案、月案等）を作成し、実践を進めます。
　カリキュラム開発にあたっては、三要領・指針の「幼児期の終わりまでに育っ
てほしい姿」や小学校学習指導要領を参照しながら、市町村等が定める、教育に
関する基本的な方針等や幼児教育施設・小学校の教育目標、子どもの実態等を踏
まえて、幼児教育施設と小学校が協働して「めざす子ども像」や「育みたい資
質・能力」を明らかにするとともに、「幼児教育施設で展開される活動」や「小
学校の生活科を中心とした各教科等の単元構成等」等を具体的に明確化していく
ことが考えられます。

ⅱ）　カリキュラムのイメージ
　　　≪開発に当たって参照する内容例≫

・ 　子どもの実態（強み、より丁寧に育むべきこと、入学当初の1年生の状況、
幼小の段差として大きいと考えられること  等）

・ 　 三要領・指針、学習指導要領、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
・ 　 幼児教育施設・小学校の教育目標や特色
・ 　 各自治体の方針
・ 　 地域の特性
・ 　 保護者や地域の願い　　　　　等

　カリキュラムに掲載する内容例は下表のとおりです。幼児教育施設と小学校の
協議を経て、記載内容を決定します。（巻末付属資料３　参照）

開発項目例 趣旨・内容等

めざす子ども像
（つけたい力）

　架け橋期のカリキュラムの出発点は、この時期にどのような姿
になって欲しいのかという保育者・教職員の共通の願いです。 ね
らいやめざす子ども像、あるいは育てたい資質・能力として設定
することで幼小の向かう先がはっきりします。

遊びや学びの場
で大切にする経
験のプロセス

　「めざす子ども像（つけたい力）」実現に向け、幼小の十分な
対話を通して、架け橋期に大切にする経験のプロセス・連続性を
明らかにします。このことにより、幼小の各指導計画（日案、週案、
月案等）の確かな拠り所となります。また、「経験のプロセス」は
カリキュラム評価の指標との活用が考えられます。

幼児教育施設で
展開する活動／
小学校の生活科
を中心とした各
教科等の単元構
成等

　「幼児教育施設で展開する活動／小学校の生活科を中心とした
各教科等の単元構成等」を配列すると、幼小の教育内容のつな
がりが可視化されてきます。
　それをもとに次の点での検討をすることで、カリキュラムの実
効性が高まります。

・ 互いの教育内容は「遊びや学びの場で大切にする経験のプロセス」に
沿ったものとなっているか

・互いの教育内容は円滑に接続しているか
・互いの教員等が互いの教育内容を理解できているか
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幼小交流活動
　子ども、保育者、教職員の交流活動を記載することが考
えられます。
　※ 　交流活動は、計画的にカリキュラムに位置付け、ねら

いを明確にして行います。

指導上の配慮事
項

（内容例）
　・幼児教育施設の教育方法の活かし方
　・小学校の教育方法の活かし方
　・子どもの多様性への配慮　　　　　等

その他 家庭や地域との連携　等

ⅲ）　架け橋期のカリキュラム開発の４つのフェーズ（段階）

Ｒ 基盤づくり　・・・第１フェーズ
　幼児教育施設と小学校の教員等が、互いの教育について理解し合うことを目的
としています。
　その際、子どもの事実を通して対話をする機会を多く設けることが大切です。
〜取組例〜

【開発会議　議題例】
　・ 　 行政の役割、幼小の役割
　・ 　 小学校区の連携体制や実際の運営状況
　・ 　 架け橋期のカリキュラムの開発方針
　・ 　 各業務分担における幼小連携・接続担当の位置付け、担当者の役割
　・ 　 合同研修、子どもの交流活動等に関する企画

第 1段階

架け橋期のカリキュラム完成までの段階（R-PDCA）

R
第 2段階

1年目

2年目

見直し
修正案実施

修正案実施

見直し

P
第 3段階

D-C
第 4段階

A

基盤づくり
①園・小学校で活動の共有
　教職員の人間関係作り・生活の相互理解
②子ども同士の交流

検討・開発
①カリキュラム開発・作成
②ひと・もの・ことといった環境の教育的価値の
共通理解
　※幼児教育：環境を通しての教育
③子どもたちの交流推進

実施・検証
①カリキュラムに応じた教育課程・指導
計画作成・実施
②教材としての環境（ひと・もの）の活用
③子どもの交流充実

改善・発展サイクルの定着
①カリキュラムの評価・改善
②教材としての環境の教材研究・教材開発
③持続的・発展的な子どもの交流実施

参考：「幼保小の架け橋プログラム実施に向けての手引き（初版）」文部科学省

3年目
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【相互の教育内容の理解　内容例】
　・ 　 互いの教育方法の違いについて共有
　　　　保育参観、授業参観、協議
　・ 　 合同研修開催
　　　　国の施策・県の施策の理解
　　　　架け橋期のカリキュラムに関する研修　等

【子どもの交流　内容例】
　・ 　 互いを知ることを目的とした幼小の子どもの交流活動を計画・実施

Ｐ 検討・開発　・・・第２フェーズ
　幼小協働で、「めざす子ども像」や「育みたい資質・能力」を設定します。また、
それらをもとにして、「園で展開される活動」や「小学校の生活科を中心とした
各教科等の単元構成等」等を考えます。

〜取組例〜
【開発会議　議題例】
　・ 　 カリキュラムの項目
　・ 　 カリキュラム開発作業の年間計画
　・ 　 合同研修、子どもの交流活動等の企画
　・ 　 個人に依存しない持続可能な連携・接続の体制について
　・ 　 カリキュラム開発にあたっての行政の支援

【相互の教育内容の理解　内容例】
　・ 　 互いの教育の理解を深める幼小合同テーマ研修の実施
　　　（テーマ例：「環境を通して行う教育」「遊びを通した指導」「生活科の工夫」　等）
　・ 　 架け橋期のカリキュラム開発
　・ 　 幼小交流学習の指導計画の合同作成
　・ 　 交流活動評価（「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を手掛かりに）

【子どもの交流　内容例】
　・ 　 幼小それぞれにねらいがあり、子どもの学びがある交流活動を計画・実施
　・ 　 合同指導計画を幼小協働で作成

D―Ｃ 実施・検証　・・・第３フェーズ
　架け橋期のカリキュラムを踏まえた教育課程・指導計画作成、実施及び検証す
る段階です。
〜取組例〜

【開発会議　議題例】
　・ 　 カリキュラムに基づいた指導計画作成について
　・ 　 指導計画実施に基づく、カリキュラムの成果や課題の確認及び改善・発展
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の視点の検討
　・ 　 合同研修、子どもの交流活動等の企画

【相互の教育内容の理解　内容例】
　・ 　 指導上の配慮事項の検討
　・ 　 保育参観、授業参観を通じた気付き、疑問、互いの教育の見方・考え方に

ついての意見交換
　・ 　 交流活動評価（観点：10の姿、互恵性、自発性）

【子どもの交流　内容例】
　・ 　 カリキュラムをもとに、ねらいを持った交流活動実施

Ａ  改善・発展サイクルの定着　・・・第4フェーズ
　カリキュラムの実効性を高めていくために、幼小が、架け橋期の教育や子ども
の姿等を共に振り返り、教育の改善・充実につなげる段階です。
　架け橋期のカリキュラムにおいて設定した、めざす子ども像や、つけたい力が
どのように育まれたかについて、小学校１年生の修了時期の姿を中心に幼小が共
に振り返り、架け橋期のカリキュラムを改善していきます。
　また、幼小それぞれの教育の一層の充実（各幼児教育施設・小学校の教育課程
編成や指導計画作成等）へと発展させていくことが期待されます。
〜取組例〜

【開発会議　議題例】
　・ 　 カリキュラム評価（下掲⑸参照）
　・ 　 中長期的な展望に立った、持続可能で発展的な組織体制
　・ 　 中長期的な展望に立った、開発会議の継続のあり方

【相互の教育内容の理解　内容例】
　・ 　 カリキュラムの成果や課題をもとにした対話
　・ 　 開発会議の評価結果を受け、カリキュラム改善箇所の協議及び改善

【子どもの交流　内容例】
　・ 　 10の姿、幼小の互恵性、子どもの自発的な活動等の点から内容等を改善

⑸　架け橋期のカリキュラムの評価の工夫（PDCA サイクルの確立）
　カリキュラムを検証・評価する上では、子どもが経験している様々なことを読み
取ろうとする努力が必要です。
　例えば、子どもの姿からそのまま「算数の繰り上がりを学習している」、「遊びに参加
しようとしていない」と理解するのではなく、「繰り上がりの計算ができるようになるま
で粘り強く計算練習に取り組んでいたこと」、「友だちと一緒に考えるとアイデアが広が
ることを素敵なことだと実感している」、「明日の遊びに向けて、どんなことに挑戦するか、
一生懸命考えている」とその子どもの経験まで読み取ることが必要なのです。
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　このような子どもの経験と影響し合いながら、柔軟にカリキュラムを見直す必要
があります。
 
　 「幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き（初版）」（文部科学省）より
　　架け橋期のカリキュラムについては、�幼保小が協働し、共通の視点を持って教育
課程や指導計画等を具体化できるよう、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を
手掛かりとし、育成を目指す資質・能力を視野に入れながら策定できるよう工夫す
る。

　　そして、幼保小の先生が一緒に振り返って評価し、改善・発展させていく。

　教育課程の構成原理の違いを踏まえつつカリキュラムを開発することは、とても
難しい作業です。また、開発当初のカリキュラムは、いわば仮説にすぎません。そ
の実効性を高めるためには、子どもの事実、子どもの経験に基づき、幼小で対話を
継続することを通して、PDCAサイクルを確立することが何よりも大切です。
　カリキュラムの評価にあたっては、次のような工夫が考えられます。
　〜評価の工夫例〜
　①　子どもの事実を共有する
　　　 　幼小で作成したポートフォリオやドキュメンテーション、お便り等を持ち

寄って、子どもに見られた事実を共有する。
　②　「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の活用
　　　 　子どもの事実を、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（幼児教育におい

て育みたい資質・能力が育まれている子どもの具体的な姿）」を活用して評価
することで、カリキュラムの「育てたい資質・能力」や「遊びや学びのプロセス」
の改善のポイントが得られる。

　③　学校関係者と協働で行う評価
　　　 　「社会に開かれたカリキュラム」の観点から学校運営協議会等を活用し、評

価の場に保護者や地域住民の参画を得る仕組みをつくることで、幼小連携・
接続への理解と協力が期待できる。

　④　学校評価と関連付ける
　　　 　結果公表や設置者への報告義務のある学校評価と関連付けることで、幼小

協働の組織的・継続的な改善・発展を確実に実施できる。
　⑤　データ活用による評価
　　　 　小１プロブレム、不登校（傾向）の出現率、保健室来室数、欠席日数の推

移等の活用で、見えなかった改善箇所に気付く。
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Ⅴ幼児教育施設における取組

1  めざす子ども像実現のための幼児教育
　めざす子ども像実現のためには、子どもが主体的に周りの「ひと・もの・こと」
に働きかける「子どもの主体性」が重要です。しかし、子どもがただ思いのままに
遊ぶことだけでは、保育・教育は成り立ちません。
　めざす子ども像実現は、すなわち、子どもの人格形成の基礎を培い、未来を生き
抜く力を育成することにつながります。したがって、以下の「幼児教育において大
切にしたい考え方」のもと、保育が実践されていくことを期待します。

【幼児教育において大切にしたい考え方】
・ 　子ども一人ひとりが、安心できる環境、安心できる人とのつながりの中で、

一人ひとりの発達に合わせた保育を進めていくこと
・ 　子ども一人ひとりにとっての「学びのはじまり」としての幼児教育を目指

していくこと

⑴　「ひと・もの・こと」への関わりを通した幼児期の遊び
ⅰ）　遊びの循環　～遊びこむ姿へ～
　遊びの循環によって、遊びの過程で
ある「主体的・対話的で深い学び」の
姿が見られるようになります。この遊
びの循環は、「遊びこむ」姿によって
さらに深い学びへと深化し、子どもの
学びに向かう力につながります。
　そして、遊びの循環の中で、子ども
の無意識な学びが、小学校以降の子ど
もの自覚した学びへと移行します。

遊びの
プロセス 子どもの遊びで見られる姿 支援の工夫

遊びの
創出

遊具、素材、用具や場の
選択・準備
友だちとの誘い合い

・好奇心の芽生え
きっかけづくり
今までの経験の
活用・発展

遊びへの
没頭

楽しさや面白さの追求
試行錯誤、工夫、協力
失敗や葛藤、
問題の解決
折り合い、挑戦

・粘り強さ
・協力する楽しさ
・ 友だち、環境への

さらなる関わり

子どもの思いの
受け止め
思いの共有
言語化への関わり

深い学び 対話的な
学び

主体的な
学び
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遊びの
振り返り

振り返り
明日への見通し

・自信の芽生え
・遊びの発展
・次なる遊びの創出

一人ひとりが認
められる場

【遊びの創出】
　保育者による環境構成のもと、子どもは
自らの興味・関心によって心を躍らせ、さ
らに楽しさ、面白さを追求する遊びへと発
展し、「遊びへの没頭」へつながります。

【遊びへの没頭】
　子どもが自ら遊びを追求する中で、工夫
し、試行錯誤を繰り返し、失敗や葛藤の中
で問題を解決する姿が見られます。
　遊びを追求する中で、夢中になる遊びを
核に、友だちとの関わりも生まれてきます。
友だちとの関わりの中で、協力するからこ
そ得る、達成感、満足感を共に味わったり、
協力してさらに楽しく面白い遊びを追求し
たりする姿も見られます。
　この友だちとの関わりの中で、思いがぶ
つかり合うこともあります。その際に、保育者が時には仲介し、互いの思いを汲み取
り合う経験を経て、自分の思いに折り合いをつける経験をします。

【遊びの振り返り】
　子ども一人ひとりが自分の興味・関心を
もとに夢中になった遊び（学び）について、
保育者がその遊びを共に楽しんだり、適切
な援助をしたりする中で、その子どもの思
いに寄り添い、遊びを認め励ますことに
よって、子どもは自分の遊びを理解しても
らえた喜びを感じます。それは達成感や自
信につながります。
　それだけではなく、「振り返り」で、保育
者だけでなく友だちを含めた他者と共に、自分の遊びの良さを聞いてもらったり、友
だちの遊びを知ったりすることによって、自分の遊びに対する達成感や、次の遊びへ
の意欲が高まり、見通しを持って遊びを発展することができるようになります。
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ⅱ）　幼児期の学びとしての「ひと・もの・こと」への関わりの積み重ね
　幼児期にふさわしい生活の中で、子どもが自分の興味や関心によって、自ら環
境に関わり、直接的・具体的な体験を通して環境からの刺激を受け、様々なこと
を感じたり、気付きや発見を得たりすることは、子どもの健全な心身の成長のた
めに切り離すことはできない、必要不可欠なことです。
　発達の著しい幼児期において、どのような環境（ひと・もの・こと）とどのよ
うに関わり、生活しているのかは、その後の発達や生き方に大きく影響を与える
のです。

【大切にしたい環境構成等】
・　子どもの発達にとって必要な経験が得られるような環境構成
・　子どもが興味・関心を持って関わることができる環境構成
・　子ども一人ひとりの発達をとらえた環境構成及び適切な援助
・　体験がさらに発展する（遊びこむための）環境構成
・　子どもの環境との出会いや活動の展開等の予想

　環境構成のためには、子どもと共に生活する中での、保育者による日々の子ど
も理解が基盤です。子どもの興味・関心を高めるためには、どのように環境構成
をしていくのか、子どもが自ら環境に関わるための「きっかけづくり」をどのよ
うに仕掛けるのかが重要なポイントです。

　環境構成をする際、環境の教育的価値を生かしたいという保育者の意図は必要
です。しかし、保育者の教育的価値の押し付けになってしまっては、子どもの主
体的な遊びとは言えません。まして、遊具や用具、素材だけを配置して、あとは
子どもに任せることとも、本質的に違います。保育者が、子どもを理解した上で、

子どもが自ら環境に関わるための「きっかけづくり」

「やってみたい！」
　　　　（好奇心）
「なぜ？」（探究心）

～安心できる環境～

人的環境

・自分を受け入れてくれる安心感

・認められる満足感

・共感する喜び

・憧れの存在（モデル）

心をくすぐる環境 挑戦したくなる環境

選択性がある環境

基盤：子ども理解

十分な時間
場の工夫
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環境の教育的価値と子どもの出会いを意図し、きっかけづくりをしたことと、子
どもの主体性のバランスが重要です。
　子ども自らが興味・関心を持って環境に関わると、子どもにとって新鮮で、子
どもの心を揺り動かす気付き・発見が生まれます。子ども自ら発見したことに対
して、子どもはさらに夢中になって働きかけていきます。
　この能動的な遊び（学び）において子どもが獲得する力によって、保育者の意
図するもともとの教育的価値がさらに有意義なものとなります。つまり、子ども
の主体性を大切にした保育は、資質・能力としての子どもの学びに向かう力、ひ
いては生きる力を高めることになります。
　したがって、保育者は、その環境の教育的価値のねらいにつながるよう、子ど
もの気持ちに寄り添いながら適切に援助し、時には環境を再構成しながら、子ど
もの主体性とのバランスを考慮していく保育力が必要です。

ⅲ）遊びこむための環境の再構成

　活動の主体は子どもです。保育者は、子ども一人ひとりの活動が生まれやすく、
展開しやすいように、意図を持って環境を構成していくことが必要不可欠です。
　つまり、子ども一人ひとりが保育者の支援のもと、主体性を発揮して活動を展
開していくことができるよう、保育者は活動の主体が子どもであることを常に意
識し、活動が生まれ展開しやすいように、意図をしっかりと持って環境を構成し
ていくことが大切です。
　そのためには、子どもが「何に関心を持っているのか」「何に意欲的に取り組んで
いるのか、取り組もうとしているのか」「何に行き詰まっているのか」等を捉える
必要があります。子どもを丁寧に見取り、深く理解するからこそできることです。

　☞ 地域素材を活かした環境構成例・・・・・・・・・・
　　　　　　　（随時更新）

子どもの  何が
育ちつつあるのか

子ども一人ひとりの
発達の過程を
長期的に見る

保育者の願いよりも
まずは

子どもの思いや願い

子ども一人ひとりの
心の動きを探る

活動の主体＝子ども
（子どもの主体性発揮）

保育者の意図した環境構成
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ⅳ）環境の一部としての保育者の役割
　保育者自身も重要な環境の一つです。保育者の行動、発する言葉、心情・態度等、
保育者の存在そのものが子どもの行動や心情に大きく影響します。子どもが安心
して活動ができるようにするためだけではなく、保育者の言動が子どもにとって
の生きる教材であることも認識する必要があります。
　また、子ども一人ひとりが主体的な活動を通して着実な発達を遂げるために
は、深い子ども理解だけではなく、子どもと一緒に遊びを楽しむ姿も大切です。
子どもの遊びがさらに発展し、深まるためには、遊びの展開をただ見守るだけで
はなく、子どもの思いを一緒に感じ取る感受性も、その遊びが発展することにつ
ながります。

ⅴ）環境の一つとしての他者との関わり
　子どもは、友だちとの関わりの中で様々なことを学んでいきます。まずは一人
ひとりが安心して、自分自身のやりたい遊びを十分に楽しむことが基盤となりま
すが、次第に、二人組等複数での遊びやクラス全体での遊び等、他者と関わる楽
しさを感じられるよう、いろいろな遊びへつなげる工夫や、グループでの活動を
取り入れる等、他者と協力しながら取り組む楽しさを実感できるような状況を意
図することも保育者として必要となります。
　また、自分の思いを表す中で、他者との互いの思いの違いから様々な葛藤を経
験することも予想されます。そのようなときに、互いの思いを伝える方法を知っ
たり、互いの思いを受け入れることを通して、自分の思いの折り合いのつけ方を
経験したりすることも大切です。自分の思いや葛藤を保育者や周りに受け止めて
もらうことを経験しながら、他者と関わる心地よさを実感できるようにすること
は、子どもたちが小学校以降、集団の中で他者と関わる力や、様々な人とコミュ
ニケーションを取る力につながり、社会の中で多様な人と協働的に関わることへ
の素地となるはずです。

⑵　小学校接続を見通した視点

子どもを取り巻く教育環境　大人が一体となって改善

自治体との連携

接続する小学校、家庭、地域へ
保育の実践を発信

幼児教育において大切にされていること
・子ども理解を基盤とした環境構成の工夫
・子ども一人ひとりに寄り添う
・子どもが本来もつ可能性を伸ばす　等
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　遊びを通した主体的な学びは、子ども理解に立った環境構成における教育の中で
実践されていきます。そこには、子ども一人ひとりの心に寄り添い、子どもの可能
性を伸ばそうとする、保育者の子どもに対して丁寧に関わる姿勢が重要です。
　このような幼児教育で大切にされていることについて、接続する小学校だけでな
く、家庭はもちろん地域へ発信することによって、教育環境等を、子どもを取り巻
く大人が一体となって改善していく機運につながることを期待します。
　幼児教育の重要性を土台とした教育が推進できるよう、市町村との連携も重要です。

　幼児教育における遊びを通した主体的な学びを、小学校以降の学校教育に円滑に
つなぐために、子どもたちにとって切れ目のない支援を実現していくことは不可欠
です。また、幼児教育を実践する側が、小学校へのつながりとして、生活科を中心
とした小学校の学びの内容、あり方等についても理解し、各幼児教育施設の学び（遊
び）について検証することも必要です。
　幼小連携・接続の学びのあり方について、幼児教育施設と小学校が、目の前の子
どもの姿から対話し、まずは架け橋期のカリキュラムについて協働作成することも、
子どもたちにとっての学び（遊び）を検証し、より質の高い幼児教育の実践につながっ
ていきます。

⑶　円滑な接続を支える特別支援教育（保育における特別支援教育の視点）
ⅰ）発達における一人ひとりのペースの理解
　まずは、子ども一人ひとりの実態が違い、発達には個人差があるということを
認識することが大事です。集団の中で生活をしていると、「他の子どもができる
のに、この子はできない。」「他の子どもとは違うことをいつもする。」といった
他の子どもとの比較で考えてしまうことがあります。
　しかし、障がいの有無にかかわらず、子どもは一人ひとり個性があり、得意な
こと（強み）も苦手なこと（弱み）、好きなことや興味・関心がないこと等、全
てにおいて千差万別です。また、困ったことへの対処方法も一人ひとり違ってき
ます。

子どもたちにとって切れ目のない支援の実現

より質の高い幼児教育の実践

小学校の学び（生活科中心）の
内容等を検証

幼小で目の前の子どもの
姿から対話

学びの土台となる
幼児教育の検証

架け橋期のカリキュラムの
協働作成

相互理解
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　このことを認識した上で、子ども一人ひとりの実態を把握することが大事で
す。その時も苦手なこと、できないことのみの把握ではなく、得意なこと、でき
ることにも着目し、それをどう生かすと弱みもカバーできるか、といったことを
見極めていくことが必要です。

ⅱ）適切な支援と切れ目のない支援
　実態把握した上で、その子どもが集団の中で他の子どもと共に成長していける
ようにするための支援を考えていきます。この時に、一人で抱えてしまうのでは
なく、各幼児教育施設内で、組織的に相談しながら考えていくことが大切です。
　このように施設内で組織的に検討したり、外部機関とつなげたりするために
は、各施設において、特別支援教育を中心的に運営していく、特別支援教育コー
ディネーターを指名することは、とても重要になってきます。
　また、施設内での検討では難しい場合は、他の専門的な機関（特別支援学校セ
ンター的機能、発達障害者支援センター、市町村相談員等）と積極的に連携を図
ることも考えられます。
　実際に支援を進めていくと、１回でうまくいくこともありますが、うまくいか
ないことも多くあります。その時には子どもの状況を見極め、環境を整えたり、
支援の方法を調整したりしていくことが必要です。子ども一人ひとりの実態や成
長に応じた支援を考えていくことが求められます。
　また、施設内で子どもに関わる全ての人が支援の内容を共有し、切れ目なく支
援するためには、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、情報を共有す
ることも重要です。その際、保護者と共に作成し、計画をもとに効果があった手
立てや見直すとよい手立てを評価しながら、PDCAサイクルを回していくことが
大切です。

ⅲ）　円滑な接続のために
　小学校との連携・接続では、幼児教育施設での支援内容や子どもの成長を引き
継いでいく必要があります。もちろん、幼児教育施設と小学校では環境が違うた
め、幼児教育施設と小学校それぞれにおける支援の調整を行っていくことが重要
です。
　小学校における支援の調整のために、幼児教育施設での情報は、小学校にとっ
て小学校生活での支援の基礎となる、とても有益な情報となると言えます。発達
に合わせて、幼児教育施設の子ども一人ひとりにどのような支援をしてきたのか
丁寧に伝えることは大切です。それだけでなく、就学直前に見られる姿だけでは
なく、子ども一人ひとりの成長してきた姿、育ちつつある姿についても、小学校
へ伝える必要があります。
　幼児教育施設が支援を考える際にも、小学校での生活の状況を理解しておくこ
とで、小学校につなげていくための支援が考えられます。このように架け橋期で
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の幼児教育施設と小学校の連携・接続は、様々な背景のある全ての子どもにとっ
て、とても大切なことです。

2  保育者の人材育成のための幼児教育施設内研修

⑴　保育者に求められる専門性
　人格形成の基礎となる幼児教育において、子ども一人ひとりに関わる保育者の資
質向上については、「量」と「質」の両面から支援する必要があります。また、島根
県の３歳児未満の保育所利用数の割合は高く、０歳児からの情緒面の成長を支える
保育者の役割は大きいと言えます。

　保育者の資質・能力の主要なものを挙げただけでも、下表のようになります。
環境の構成 健康及び安全管理 カリキュラム・マネジメント

子ども理解・支援 健康及び安全に関する教育 人権・同和教育

指導・保育案、指導計画作成 幼小連携・接続 クラス・学級事務

玩具や絵本、教材等の研究 在籍児の保護者との連携 公開保育、事例研修

地域資源（ひと・もの・こと）の
活用 地域の保護者への支援 三要領・指針等の理解

特別支援教育 地域や関係機関との連携

　この多岐にわたる資質・能力向上のために、まずは各幼児教育施設における自己
評価によって、保育の改善・充実につながる課題や方策が見えてきます。

出典：「R6待機児童数調査（こども家庭庁）」、「R6学校基本調査（文部科学省）」、「R6認可外保育施設運営状況報告」
島根県健康福祉部子ども・子育て支援課提供

0歳児 1歳児 2歳児

■保育所等  ■幼保連携型認定こども園  ■推計未就園児

0％

20％

40％

60％

80％

100％

3歳児 4歳児以上

■保育所等  ■幼稚園  ■幼保連携型認定こども園  ■推計未就園児

0％

20％

40％

60％

80％

100％

20.4％

70.4％ 76.2％ 73.1％

7.6％

14.1％

2.7％

70.5％

10.2％

14.3％

3.1％

10.9％

9.7％

9.9％

17.6％

3.5％

75.2％
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⑵　保育者の人材育成につながる施設内研修
　誰もが意見を言いやすい研修にすることによって、保育者が自ら主体的に資質能力
を向上しようという意欲につながります。研修のリーダーは、研修の目的を明確にして、
保育者一人ひとりの経験や考えが活かされる研修を運営する必要があります。

施設内研修で大切なこと
　○　職員の構成メンバー、人数に合わせて
　○　施設の課題に合わせて
　○　限られた時間を活かして（集まるだけが研修ではない）
　○　互いに考えを出し合い、刺激し合い、育ち合う集団へ

　〜施設内研修の例〜
　【それぞれの「遊び」の理解の視点（教材研究）】
　　①　保育について付箋に書いて意見を出し合う
　　　　・　その遊びの良さは何か
　　　　・　遊ぶ中でどのような育ちが期待できるか
　　②　意見の要素をまとめる…その遊びを通して期待したい「ねらい」の見える化
　　③　ねらいを整理する…指導計画の作成
　　④　それぞれの保育場面に合わせた環境構成（手立て）を考える
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秋の自然のよさ
（価値付ける） 秋の自然の遊び 秋の自然の遊びの

ねらい

　　※付箋を活用した教材研究例

　職員で出し合った付箋を関連す
るもので整理しました。

〜話し合いで導き出したねらい〜
・「秋の自然の心地よさを感じる」
・「秋の自然の不思議さ・面白さに
　 気付く」
・「園外保育で秋の自然に親しむ」
・「自分なりに工夫して楽しむ」
　　　　　　　　　　　　　　等

　具体的に遊びを深く考えることによって遊びの可能性が広がり、育てたい力がよ
り明確になります。そうすると、ねらいに合わせた環境構成のアイデアがふくらん
でいきます。
　このような研修を通して、保育に対する理解が深まります。

　【「遊び」の振り返り】〜　子どもの姿に思いをはせ、次へのねらい（手立て）へ　〜
①　遊びの姿を写真に撮り、子どもの姿から気持ちを想像する。
②　読み取った姿や、想像した子どもの思いを付箋に書く。
③　子どもの姿から、感じたことや次への手立てを付箋に書く。
④　職員間で気付いたことや考えを出し合い、共有する。

※ドキュメンテーション活用例

　写真で遊びの様子を振り返
ることにより、じっくり子ど
もの思いに寄り添うことがで
き、その場では思いつかなかっ
た気付きも生まれてきます。
　また、その遊びや考え方を
職員全員で共有し、深めてい
くことができます。
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　【環境図に書き込みながら保育構想　→　遊びを振り返りながら環境の再構成】

①　事前に環境図を書き、構想を整理（見える化）
②　実際の子どもの姿を書き込む。
③　ねらいに合わせて、次の手立てを考える。（見通しを持った環境の再構成）
④　共有して研修を深める。

　【アンケート研修】・・・集合研修が難しい場合でも実施可能
　職員アンケートを実施し、まとめることによって、たくさんの考えに触れ、職
員全体の意識を高めることができます。職員一人ひとりが自分のペースで考える
ことができます。
①　テーマについて全職員にアンケート実施
②　結果を集計したものを職員に配付
　 例：　子どもを大切にした保育を３つずつ挙げる。
　　　　 不適切だと思われる保育を３つずつ挙げる。

　【子どもを語る会（子ども理解）】
○　テーマ（気になる子どもの姿等）を決めて、子どもについて語り合う。
　・　多面的に子どもの姿をとらえることにつながる。
　・　担任だけでなく、施設内全体で子どもを受け止める意識が高まる。

　【保育参観シート】（例）
　保育案を作成していなくても、あるいは、小学校区等における公開保育等、保
育にたずさわっていない人にも気軽に保育の視点を意識して参観できるように
することにも活用できます。
　次のような参観シートを記入しながら保育を参観することによって、自分事と
して保育について考えることにつながります。

○月○日　園庭

○月○日　園庭

○月○日　園庭
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ねらい【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

≪子どもの姿≫ ≪背景≫・・・環境、保育者の支援等

今日の活動で期待される子どもの育ち 育ちを支える支援（方向性）

　☞ 保育者対象の資質・向上に係る研修・・・・・・・・

　☞ 保育士の人材確保支援（県の取組）・・・・・・・・

3  幼児期の教育を支えるための家庭・地域との連携
　子どもの権利と尊厳を守り、子どもが誰一人取り残されない、育ちを保障するた
めには、家庭が「子育ち」の安心・安全な場となることが基盤です。この基盤を支
えるために、家庭教育と幼児教育施設、学校、そして市町村や県との連携が必要です。
　また、３歳未満の頃から幼児教育施設で過ごす割合の高い本県においては、幼児
教育施設での生活と、子どもの家庭生活との連続性は大きいと言えます。様々な面で、
家庭での生活リズムと施設での過ごし方が、子どもにとってうまくかみ合うことは、
子どもの身体だけでなく心の育ちにも大きく影響します。
　さらに、子どもの居場所の一つとなる地域との連携も重要です。
　行動範囲の広がりに伴う生活空間の広がりの中で、新しいものに出会い、知識を
広げたり、また、自然の中で美しいものを見て、様々な感覚を使って体験したりす
ることは、子どもの成長に大きく寄与します。
　こうした経験の中で、子どもたちは多くの地域の大人とも出会います。家庭以外
の地域の人々と出会い、関わりを持つことは、子どもたちの自己肯定感や、地域へ
の所属感を高めることにつながります。
　幼児教育施設が家庭や地域としっかりと連携を図ることによって、次第に、子育
てを楽しむ保護者同士の連携を生むとともに、様々な地域住民と協働で子どもの育
ちを支えることにつながることが期待できます。
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⑴　家庭との連携
　子ども一人ひとりの健やかな育ちのためには、子どもの育ちの基盤となる家庭と
幼児教育施設が連携を図ることや、家庭と幼児教育施設の相互理解に基づいた子育
て支援が重要です。これらは、家庭（保護者）と幼児教育施設（保育者）との良好
な関係性の上に築かれると言えます。保護者が子どものことについて、安心して話
をしたり、相談したりすることができるような関係性が例として挙げられます。
　そのためには、家庭における子育てについての不安や悩みに保育者が寄り添い、
子どもへの愛情や、子どもの成長を喜ぶ気持ちを共感し合うことが第一段階として
大切です。このような関係性を構築することは、家庭が子育てへの自信や意欲を高
めていくことにつながります。
　また、家庭教育力を高めるという意味で、相互理解を土台にした「子育て支援」は
不可欠です。保育者と家庭との日々のコミュニケーションの中で、保育の内容や子ど
もの成長が感じられる姿等について、様々な方法で情報発信することも必要です。
　幼児教育施設と家庭との信頼関係をしっかりと築き、その関係を土台に、家庭が
子育てについて納得しながら自己決定できることを大切にし、子育て支援をしてい
くことが必要です。また、幼児教育施設や保育者からの家庭への働きかけのあり方
については、施設の全職員で共通認識を持つことが大切です。

　☞ 子どもの育ちに対して保護者・保育者が期待すること・・・・・
　　　（島根県幼小連携・接続に関する実態調査結果より　年度更新）

【体と心の育ちを支える】
　幼児期の子どもを支える家庭教育は、様々な背景による違いがあると言えます。
子ども一人ひとりの興味・関心を大切にした様々な体験のあり様も、個人差は大き
いと言えます。したがって、幼児期の教育では、全ての子どもたちに平等な教育の
機会を与えるために、一人ひとりの育ちや、基礎的学力を支える体験や読書、様々
な人との関わりの機会を保障する必要があります。
　例えば、とっさの時に身を守る動きや、自分自身の体を静止したり、力の加減を
コントロールしたりする等の基本的な動きを多様に身に付ける基盤となるものは、
日々の運動遊びです。生活の中で、楽しみながら体を動かすことを幼児教育施設や
家庭で工夫することも大切です。
　また、子どもは本からイメージをふくらませ、想像力を豊かにします。読み聞か
せを通して、人のぬくもりを感じたり、温かい言葉のやりとりが生まれたりします。
読書は、家庭や保育者、読み聞かせボランティア等の地域の方との関わりの中で、
子どもの安心感を生み、感性を豊かにし、言葉の発達にも影響します。
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日々の遊びの中の体つくり
　子どもの身体の発達のペースは様々ですが、
育ちを支えるために、体つくりは大切です。　
　多くの幼児教育施設において、様々な取組が
実践されています。
　毎日の積み重ねで、バランス感覚や柔軟性が
培われていきます。
　日々の運動遊びを通して、体つくりの習慣の
定着が図られ、体を動かす楽しさを実感できる
ことは、幼児期において重要と考えます。

読書に親しむ環境
　０歳児から、絵本の読み聞かせを通して、子どもと保育者等との心の交流が図られます。
この心が通い合う時間の中で、子どもにとって、読んでもらった本に特別な親しみを感じるよう
になります。一緒に本を見ている子ども同士共感し合い、一緒に見る楽しさを味わうこともある
はずです。
　次第に、子ども自身が自分のお気に入りの本を見つけ、
字は読めなくても、本の挿絵や写真等を見ながら、読んで
もらったときのイメージを思い出したり、さらにイメージを
広げたりしながら、子ども一人ひとりのペースで、ページを
めくるようになります。

　自分のお気に入り
の本について、子ど
も同士のおしゃべり
も生まれてきます。
　５歳児になると、字は読めなくても、自分のお気に入
りの本を、自分より年齢の下の子どもに紹介したり、読み
聞かせをしたりする姿も見
られることもあるようです。
　本を介して、友だちと本

の世界に浸る心地よさを共感したり、絵本への親しみを増したり
するためには、本が子どもの目に触れやすい場に置かれ、落ち
着いて、本の世界に浸りながら過ごすことができる環境も必要
です。

コラム② 日々の遊びから培う力

　園庭にある竹の一本橋。興味を持った
子どもが、一本橋を渡り切れるよう、何
度も挑戦しています。

　クジラの口に見立てたフープをくぐる中
で、体の動かし方を知ったり、体を動かす
楽しさを感じたりしています。
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⑵　地域との連携
　地域には、多様な「ひと・もの・こと」が存在します。その地域の教育資源は、
幼児期の体験的な学びにとって、とても有効な資源（教材）となります。日々の生
活の中では体験できないこともあり、地域の人との出会いや関わり、初めての活動
との出会い、新たな発見等、子どもたちの興味、関心を大いに高めるものです。
　また、地域の教育資源（ひと・もの・こと）と関わる体験を通して、地域に対す
る愛着や、地域と関わる楽しさを感じる素地を培っていくことにもつながります。
このことは、ふるさと教育にもつながっていきます。
　☞ 地域と連携した保育、幼小交流の実践例・・・・・・・・・・・
　　　　　　　（随時更新）

　☞ 子どもの育ちを支える環境をつくる取組
　　　・　「ふるさと教育」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　※地域の教育資源「ひと」「もの」「こと」を活用した教育活動

　☞ ・　「結集！しまねの子育て協働プロジェクト」・・・・・・・・・

　島根県では、子どもをまん中に置き、子どもたちが家庭で愛されるとともに、地
域の様々な人との関わりの中で大切にされているという実感を持ち、地域の中にあ
る「ひと・もの・こと」に出会いながら、多様な経験や体験を重ねて育つ教育環境
の構築を進めています。
　その中でも、体つくり、読書等に対し、島根県では、様々な取組を紹介しています。
幼児期から体を動かした遊びや運動習慣を身に付ける取組の一つとして、親子の運
動遊びや、幼児期の運動遊びを推奨する「うんどうだいすきえがおいっぱい」があ
ります。
　「第５次島根県子ども読書活動推進計画」における重点的な取組の一つに、乳幼児
期から本に親しむ環境づくりを掲げています。本に触れる機会の充実について述べ、
幼児教育施設や公民館等に対して団体貸し出しを行い、選書の参考となる「おすす
めしたい子どもの本」、絵本の読み聞かせ記録手帖「しまねえほんダイアリー」を作
成し、家庭においても活用いただくことで子どもたちの読書活動を市町村立図書館
と連携しながら支援しています。
　☞ 子どもの体力つくり推進の取組
　　　・　「うんどうだいすき　えがおいっぱい」・・・・・・・・・・・・
　　　　　　未就学児の親子プログラム
　　　　　　未就学児の運動プログラム指導者用資料

　☞ ・　「おすすめしたい子どもの本」・・・・・・・・・・・・・・・
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　環境の中で「遊びこむ」ことで、子どもたちは様々な経験をしています。そこ
には小学校の教育内容とのつながりがたくさん見つかります。

遊びの中の教科学習の基礎 　 ・・・事例1、2・・・事例１、２

【事例１】 「どうすればうまく転がるかな」

【事例２】 「あきのびじゅつかん」
　秋、自然という環境を満喫し、子どもたちは環境を彩る葉っぱ
や木の実を宝物として園に持ち帰りました。
　この日から、拾ってきた宝物での遊びが発展し、子どもたちの
手による新たな環境「あきのびじゅつかん」へとつながっていきま
した。

コラム③ 遊びは学び  ～学びはつながる～

【びじゅつかんのかざり】
「四角のほうが
　たくさんのどんぐり
　がならぶね。」

【おみせのかんばん】
「たくさんのお客さん
　に見てほしいから
　書いたよ。」

【けんきゅうのばしょ】
「いろいろな木の
　実の重さがしらべ
　られるよ。」

どんぐり転がし、
すごく楽しい。

曲り角に、かべを
作ってみよう。

どんぐりは道の外側
を転がるから、この
かべはいらないよ。

「流れる水の
働き」につなが
る経験です。

「ひろさ」
の 勉 強 に
つ な が る
経験となり
そうです。

「もじ」の勉強へ
の意欲が高まる
経験です。

「てんびん」の仕
組みへの気付きが
見られます。

でもね、曲り角で
飛び出しちゃう。

あきのびじゅつかん
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主体的・対話的で深い学びの基礎 　 ・・・事例3、4
【事例３】 「合言葉は『作戦』」
　運動会に向け、リレーあそびをしたい子どもたち。
　とにかくやってみました。1チームだけのリレーは延 と々続
きます。
　「いつ終わるの？」と子どもたち。
　そこで、作戦タイム。
　一人が走る回数を決めて、再開。
　「なんか、面白くない。」
　相手チームもなく、だんだん飽きてきた子どもたち。
　そこで、また作戦タイム。
　2人チーム、8人チームが編成され、リレー再開。
　「いつも負けて、面白くない。」
　「チームの人数がいっしょがいいんじゃない？」
　そこで、またまた作戦タイム。
　同じ人数の2チームで競争することになりました。

【事例４】 「わくわくかいぎで問題解決」
　地域の方のお話
「神在月の出雲にはたくさんの神様が風に乗り集まってこられる。稲佐の浜に到着し、出雲大
社に場所を移します。7日間の出雲滞在中に、様々な取り決めを話し合われます。その後、こ
の神社にも立ち寄られ、それぞれ帰って行かれるんですよ・・・」

　このお話が、子どもたちの心を動かします。「かみさまわくわくわーるど」には、子どもたちの
思いが存分に表現されています。

「作戦」は、話し合い開始の合言葉

　鳥居をくぐって出雲大社に到着することをイメージして
遊んでいる

「思うように、行かないな・・・」
　〜わくわくかいぎ〜
　　「ゴムの太さを変えたら？」
　　「発射台のゴムを引く角度を変えたら上に行くかも。」
　　「飛ばすものを軽くしたら？」
　　「いろんなゴムで発射台を作って試してみよう。」

　事例３、４において子どもたちが経験したのは、切実感のある
課題に向き合い、仲間と知恵を出し合い、課題解決することです。
　このように、小学校以降の主体的・対話的で深い学びの基礎が
培われています。

火や水になって飛んでいくよ。
どれがよく飛ぶかな？

火のイメージ 水のイメージ

風に乗ってやってくるんだよ。
今から飛ばすよ。この向きで飛ばしてみよう。

かみさまわくわくわーるど

出
雲
大
社

鳥
居
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Ⅵ　小学校における取組

1  小学校入門期の工夫

⑴　小学校入門期の重要性
　小学校入学、子どもたちは不安と期待で胸がいっぱいです。
　小学校入門期に最も大切にしたいことは、子どもたちがまずは「学校って楽しい」
と思えることです。
　そんな毎日を保障する上で、幼児教育施設の生活で大切にされていたことは、小学
校でも大切な指針となります。

幼児教育施設 小学校

大切にされた生活 大切にされた幼児の思い 入学当初に大切にしたいこと

　保育者との信頼
関係に支えられた
生活

・　保育者を信頼
・　信頼する保育者によって受

け入れられ、見守られている
という安心感

・　子どもとの信頼関係を築くための
教職員の関わり

・　教職員への安心・信頼感につな
がる日頃の丁寧な関わり

　　例）ほめる・価値付ける
　　 　　子どもの話を大事に聞く

　興味や関心に基
づいた直接的な体
験が得られる生活

・　主体的に環境と関わり、十
分に活動したことによる充実
感や満足感

・　思いや願いをきっかけとして始まる
授業

・　生活との関連を意識した授業
・　子どもの意識や学びの関連を想

定した授業

　友だちと十分に
関わって展開する
生活

・ 友だちと遊びたいという気持ち
・ 友だちと関わろうとする意欲
・ 友だちへの思いやり
・ 集団への参加意識

・　子どもをつなぐ場の設定
　　例）
　　　一緒に遊ぶ場
　　　協働で取り組む場
　　　互いの思い・考えを伝え合う場

　幼児教育において子ども一人ひとりの可能性が発揮できるよう、子ども一人ひと
りにとって必要な体験は何かを考え、保育者の意図を持った環境構成の中、幼児期
の学びが成り立っています。
　そして、小学校へ入学後も、子どもの興味・関心、思いや願いを生かした学びや、
生活と関連させた具体的な体験を生かす学びは、幼児期の学びをつなぐ視点として
重要です。円滑な接続を図るため、子どもたちが小学校の生活だけではなく、学び
にも意欲的に向かうことができるよう、子ども理解を基盤として、学びをつくるこ
とや、小学校の全ての教職員が１年生の子どもへの関わりや支援のあり方について
共有することが不可欠です。
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　小学校の入門期は、１年生の１年間ばかりではなく、６年間を左右することもあ
る重要な時期であることを自覚し、日々の指導に取り組む必要があります。

⑵　架け橋期の子どもの発達段階を考慮した円滑な接続
　小学校入学を機に、生活環境が大きく変わるだけではなく、1年生にとっては初
めての経験がたくさん待っています。このような、１年生の子どもにとっての環境
の大きな変化に配慮し、小学校生活をスムーズにスタートさせるには、まず、架け
橋期の子どもの発達段階や実態、そして幼児教育における生活を理解することが必
要です。

ⅰ）架け橋期の子どもの発達段階等（幼児教育施設での生活リズム）の理解
　スタートカリキュラムは、小学校入学前の子どもの生活リズムを理解した上で
作成します。
　そのため、まずは幼児教育施設側からの情報をもとに、幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿を踏まえながら、子どもの実態を把握することが大切です。そし
て、子どもが小学校入門期の生活を大きな戸惑いや変化に伴う不安感もなく過ご
すために、小学校で検討することが大切です。
　例えば、小学校入学後の２週間は特に、朝の会等の集団活動開始をゆるやかに
したり、授業時間を10分〜15分程度の短い時間や内容をうまく組み合わせたり
する等の工夫が必要です。また、一日の予定や活動の手順が、 文字や絵、 写真等
で提示されることで、 見通しを持ち、安心して活動することができます。音声言
語だけでは内容や指示が十分に理解できない子どもも迷わずに活動できます。
　このように、幼児期から段階的に、子どもの実態を考慮しながら小学校の生活
リズムの定着に向けた支援をします。

ⅱ）子どもが考え行動できる姿を大切にした支援
　幼児教育では、保育者の環境構成によって、子どもは積極的に環境（ひと・もの・
こと）に関わり、主体的な活動を繰り広げています。５歳児後半ともなると、様々
な場面において自分で考え工夫し、友だちと協力しながら活動できるようになって
います。
　例えば、机の中の持ち物の整理整頓や、給食の準備等、年長児として年下の子
どものお手伝いをしたり、自分なりのアイデアを出しながら挑戦したりしてきた子
どもたちは、小学校生活の様々な新しいことに挑戦したい気持ちに溢れています。
　担任からの多くの指示によって、子どもが、「考えなくても、大人の言う通り
に行動すればいい」と思ってしまうことや、「言われた通りに行動する」ことが
大切だと思ってしまいかねません。
　入門期だからこそ、子どもが考え、工夫することを認める場面をあえて設定す
ることによって、新しい環境である小学校生活への満足感や達成感が満たされ、
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小学校生活への自信につながります。動くことに躊躇している子ども、進んで身
の回りのことができない子どもを助け合う姿も認めることによって、何か行動す
る際に時間をかけて取り組む子どもを温かく支え、認め合う学級集団（人間関係）
づくりにもつながります。
　子どもが安心して、主体的・対話的に生き生きと小学校生活を過ごすことがで
きるよう、１年生の担任だけではなく、小学校全体で、または幼児教育施設側と
相談・検討しながら、架け橋期の子どもの実態を把握した支援のあり方を工夫す
ることが、円滑な接続を支えます。

2  生活科を中心とした学びのつながり

⑴　生活科の役割
　生活科は、教科等間の横のつながりと、幼児期からの発達の段階に応じた縦のつ
ながりの要としての役割があります。
　小学校学習指導要領第１章総則には、「低学年における教育全体において、例え
ば生活科において育成する、自立し生活を豊かにしていくための資質・能力が、他
教科等の学習においても生かされるようにする等、教科等間の連携を積極的に図り、
幼児期の教育及び中学年以降の教育との円滑な接続が図られるように工夫すること」
と示されています。
　このことは、生活科が低学年における教育全体の充実を図る上で重要な役割を果
たしていることを示しています。また、横のつながりと、縦のつながりとの結節点
であることを意識して指導にあたることが大切です。

⑵　生活科を中心としたカリキュラムデザイン
　小学校入学当初においては、幼児期の自発的な活動としての遊びを通して育まれ
てきたことが、各教科等における学習に円滑に接続されるよう、子どもの発達を踏
まえ、子どもの思いや願いをもとに活動を展開していく生活科を中心に、「合科的な
指導」、「関連的な指導」や弾力的な時間割の設定等、指導を工夫したり指導計画を
作成したりすることが大切です。
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【合科的・関連的な指導の工夫】

捉え方 タイプ（例） カリキュラムにおける
具体例

合
科
的
な
指
導

・　各教科のねらい
をより効果的に実
現するための指導
方法の一つ

・　単元又は１コマ
の時間の中で、複
数の 教 科 の目標
や内容を組み合わ
せ、学習活動を展
開するもの

【合科】
　生活科を中心と
した単元の学習活
動において、複数
の教科の目標や
内容を組み合わ
せて学習活動を
展開することで、
指導の効果を高
める。

生活科

他教科等

　生活科の学校探検で気
付いたこと等を言葉で表
現したり、友だちと伝え
合ったりする学習活動に
おいて、国語科の資質・
能力「伝えたい事柄や相
手に応じて、声の大きさ
や速さ等をくふうすること」
について指導することで、
より効果的にねらいの実
現を図る。

関
連
的
な
指
導

・　教科等別に指導
するにあたって、各
教科等の指導内容
の関連を検討し、
指 導 の時期や指
導の方法等につい
て、相互の関連を
考慮して指導する
もの

【関連Ａ】
　生活科の学習
成果を他教科等
の学習に生かす。

生活科

他教科等

　生活科で春の自然を観
察したり、自然のもので
遊んだりする体験が、音
楽科で春の歌の曲想と歌
詞の表す情景や気持ちと
の関わりについて気付くこ
とに生かされるように関連
を意識して指導する。

【関連Ｂ】
　他教科等の学
習成果を生活科
の学習に生かす。 生活科

他教科等

　算数科で育成する、も
のとものとを対応させるこ
とによって、ものの個数を
比べることや、個数の順番
を正しく数えたり表したり
する知識及び技能が、生
活科の学校探検で見付け
たものを数える際に生か
されるように関連を意識し
て指導する。

※　上表は、「発達や学びをつなぐスタートカリキュラム」（文部科学省、国立教育政策研究所、教育課程研
究センター編著2018）を参考に、県幼児教育センターで作成したものです。

⑶　幼児期の経験を活かした教科指導
　第１学年の特に入門期においては、幼児期の経験を活かした教科指導が求められ
ます。「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を手掛かりとして、幼児期の教育を
通して育まれた資質・能力を受け継ぎ、指導を工夫することが大切です。
　そのため、幼児教育施設と小学校において「幼児期の学びと育ち」や「幼児期の
終わりまでに育ってほしい姿」を共有し、カリキュラムを編成・実施していくこと
が必要です。
　このことにより、幼児期の生活に近い活動と児童期の学び方を織り交ぜながら、
子どもが主体的に自己を発揮できるようにする場面を意図的につくることができま
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す。このことは、幼児教育施設と小学校との連携・接続がより進んでいくことにも
つながります。

【幼児期の経験を生かした生活科の指導例】

単元名 第１学年「がっこうたんけん」

目　標

□知識及び技能の基礎
　　 　学校での生活は様々な人や施設と関わっていることが分かる。
□思考力、判断力、表現力の基礎
　　 　学校の施設の様子や学校生活を支えている人々や友達、通学路の様

子やその安全を守っている人々等について考える。
□学びに向かう力、人間性等
　　 　楽しく安心して遊んだり、生活したりしようとする。また、安全に登下

校をしようとする。

単元計画
〈第一次〉小学校はどんなところかな⑵
〈第二次〉学校を探検しよう⑷
〈第三次〉もっとくわしく知りたいな⑹
〈第四次〉わかったよ　学校のこと⑶　　　　　　　　　　※（　）内は時数

展開例

１  思いや願いを持つ場面
●　幼児教育施設と学校の違いについて話合い、学校の中を探検したいとい

う思いや願いを持つ。

Ｔ「みんなが通っていた園と比べて、学校はどうですか。違うところや面白そうな
ところはありましたか。」

C1「庭が広かったよ。遊ぶものもあったよ。」
C2「いろんな楽器が置いてあったよ。」

Ｔ「違うところや同じところがあります
ね。面白そうなところ、行ってみたいと
ころがいろいろありますね。」

２  伝え合う場面
●　行ってみたい場所ややってみたいことを伝え合う。

Ｔ「まずは、どんなところへ行ったり、どんなことをしたりしてみたいですか。」
C1「広い庭で走ったり、ジャングルジム

で遊んだりしたいな。」
C2「どんな楽器があるか調べたいな。
　　音を出してみたいな。」

Ｔ「行ってみたいところやしてみたいことがたく
さんありますね。では、これから、みんなが気
になっていたところへ行ってみましょう。」

３  探検する場面
●　子どもの思いや願いに合わせて、１回目の学校探検に行く。

幼児期の経験を生かした指導
の工夫
　幼児教育施設での経験を想
起させたり、比べたりしなが
ら、学校への興味・関心を引
き出す。その際、共通するこ
とも感じさせ、学校への安心
感へつなげる。

幼児期の経験を生かした指導
の工夫
　幼児教育施設と学校との共
通点や違いに触れながら、互
いの思いや願いを共有し、探
検への意欲を高める。
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　C1「本がたくさんあるよ。パソコンもあるよ。」
　C2「きれいな歌声や笛の音が聞こえるよ。」
　C3「高い鉄棒や大きなサッカーゴールがあるよ。」

４  振り返る場面
●　学習をまとめ、次時への見通しを持つ。

Ｔ「面白そうなものや初めて見るものもありましたね。みなさんが気付いたこと
を教えてください。」

単元名 第１学年　「あきとなかよし」

目　　標

□知識及び技能の基礎
　　遊びや遊びに使うものをつくる面白さや自然の不思議さに気付く。
□思考力、判断力、表現力の基礎
　　遊びや遊びに使うものを工夫してつくることができる。
□学びに向かう力、人間性等
　　みんなと楽しみながら遊びを創り出そうとする。

単元計画

〈第一次〉秋はどんな季節かな⑴
〈第二次〉秋の校庭や公園に出てみよう⑵　
〈第三次〉もっと秋を発見しよう⑷　
〈第四次〉見つけた秋で遊んでみよう⑷
〈第五次〉みんなで遊ぼう⑷　　　　　　　　　　　　　※（　）内は時数

展開例

１　思いや願いを持つ場面
●　今までの経験を振り返りながら身近な自然を使った遊びを想起し、「秋の

自然で○○したい。」という思いや願いを持つ。

Ｔ「園でも、秋を楽しんだことはありますか？」
　C1「いろいろな形のドングリがあったよ。」
　C2「黄色や赤の葉っぱを貼って絵をかい
　　　たよ。」

Ｔ「園で遊んだことも思い出しながら、秋の
　遊びを楽しみましょう。」

２　遊んだり、遊ぶものを作ったりする場面
●　見通しを持ち、秋の遊びを楽しんだり、
　遊びに使うものを作ったりする。

Ｔ「みんなが集めた秋の自然をまとめた
　コーナーも準備しました。自由に使って
　いいですよ。」
　C1「どんぐりを使ってコマを作りたい。」
　C2「きれいな色の葉っぱで飾りを作りたい。」

幼児期の経験を生かした指導
の工夫
　校庭や公園での遊びの楽し
さを十分に味わうことで、学
校でも楽しみたいという思い
や願いを持つことができるよ
うにする。その際に、幼児期の
遊びを想起させることで、幼
児教育施設での経験を生かし、
遊びの発展につなげる。

幼児期の経験を生かした指導
の工夫
　子どもの思いや願いが広が
るように、広い空間や必要な
道具を使える場を用意する。
幼児期とできるだけ近い環境
を作り、これまでの経験を生
かせるようにし、気付きの質を
高めたり、自らの課題を進んで
解決したりすることができるよ
うにする。
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３　交流する場面
●　楽しかったことや工夫したこと等を伝え合う。

Ｔ「遊んでみて楽しかったことや工夫したことはありますか。」
　C1「どんぐりの形によって回り方が違って、 
　　　面白かったよ。」
　C2「葉っぱだけでなく、木の実もつけたら
　　　きれいだったよ。」

Ｔ「たくさん楽しんだね。楽しかったことや
　　工夫したことをカードに書いておきましょう。」

４　振り返る場面
●　学習をまとめ、次時への見通しを持つ。

Ｔ「次の時間に、もっとやってみたいことはありますか。」
C1「どんぐりゴマで、だれが一番長く回るか競争したいな。」
C2「作った飾りをみんな集めて、教室に飾りたいな。」

Ｔ「これまでの学習を振り返り、次のめあてが決まりましたね。次の時間も、
もっと楽しいことができそうですね。」

　（C1はどんぐりを用いてコマを、C2 は葉っぱ等を用いて飾りを作ろうとして
いる児童を想定）

※　上表は、「幼児教育と小学校教育がつながるってどういうこと？」（幼児教育及び小学校教育関係者向け
の参考資料）〈文部科学省　2024〉を参考に、県幼児教育センターで作成したものです。

付属資料

１．幼小をつなぐ発達のめやす
２．幼児教育から小学校教育の12年間で身に付けたい力
３．架け橋期のカリキュラム作成上の留意事項　
４．つながる保育実践例「秋のどんぐりころがしのストーリー」
５．幼小合同研修等での活用ツール

幼児期の経験を生かした指導
の工夫
　遊びを通して得た各自の気
付きを価値付け、全体で交流
することで、思いや願いの実
現に向けて新たなヒントが得
られたり、自他のよさに気付
いたりできるようにする。ま
た、幼児教育施設で行われて
いるように輪になって伝え合
う等、話しやすい環境づくり
を工夫する。
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1. 幼小をつなぐ発達のめやす
○めざす子ども像の実現に向けた3つの視点　
　★「いきいきと」⇒　頭も心も体も動かして、主体的に活動する姿⇒　「生活していく力」
　★「周りの『ひと・もの・こと』と関わりながら」⇒　関わりを通して⇒　「人と関わる力」
　　　・ ひと・もの・ことへの関わりの中で、子どもが遊びこむ過程にとって、保育者をはじめ、他の子どもとの関わりがその子ども

の遊び（学び）を支える。
　　　・  現代社会の人間関係の希薄さ等により、子どもたちの人間関係づくりの課題が大きくなる中、ここでは「ひと」との関わり

に焦点を当てることとする。
　★「遊びこむ」⇒ 遊びに集中・没入し、試行錯誤を繰り返すことを通して ⇒ 学びの芽生え…その中でも「思考力の芽生え」

•身体感覚が育つ。

•快適な環境に心地よさを感じる。

　　　　　•保育者等による語りかけ等を通じて、言葉への興味や、発語への意欲が育つ。

　　　•伸び伸びと体を動かし、はう、歩く等の運動をしようとする。

•人のまねをする。
　　　　　　　•身近な動植物に気付き、親しむ。
　　　　　　　•安定した関係の中で共に過ごす。
　　　　•形、色、大きさ等に気付く。

•走る、跳ぶ等全身を動かす。

　　　　　　　　　•自我が形成され、自 己主張が強くなる。

　　　　　　　　　　 •並べる、比べる、数える等、数量感覚を使う遊び方をする。

　　　　　　　　　　 •文字や数への興味 が芽生え、生活の中で字を見つけたり、 
　　　　　　　　　　　数を数えたりする。

　•基本的 な運動機能が巧みになる。
•戸外で十 分に体を動かす。

　•自然の 美しさ、不思議さに気付く。

　•絵本や 物語に親しむ。
　　•音楽 に親しみ、歌ったりリズム楽器を楽しんだりする。

　　　　•運動を楽しむ。

　　　　•身近にあるものや遊具、用具を使って、工夫して遊ぶ。
　　　　•身近な自然現象に関心を持ち、取り入れて遊ぶ。
　　　　•感じたこと、考えたことを音や動き等で表現したり、
　　　　　自由にかいたり作ったりする。

　•よいことや悪いことがあることに気付く。

　　　　　　•運動ゲーム（ルール）を楽しむ。
　　　　　　•安全に気を付けて行動する。

　　　　　　　•自分のイメージを動きや言葉などで表現したり、
　　　　　　　　演じたりして楽しさを味わう。

•身の回りのものに親しみ、
　様 な々ものに興味・関心を持つ。

•基本的生活習慣に興味・関心を持ち、自分でしてみようとする。

　　　　　　　　　　　•やってみようとする意欲を持つ。

•健康な生 活リズムを身に付ける。
•生活習慣 で必要なことについて、自分でできることは自分でする。

　　•自分 の興味・関心があることに、友達とやりとりをする。

　　　　　 •友達のよさに気付き、一緒に活動する楽しさを味わう。

•身近な人との応答を通して、
　声や表情等でのやり取りを
　する。

　•保育者等による温かく、受容的な
　　関わりから、丸ごと受け止めてもら
　　える安心感を持つ。

　　　　　　　•友達と喜びや悲しみを共感しあう。

　　•保育 者や友だちの言葉に興味を持ち、聞いたり話したりする。
　　　　　　　　　　　　　•自分が思ったことを相手に伝え、相手の思っていることに気付く。

　　　　　　　　　　•見通しを持って行動する。
　　　　　　　　　　•自分で考え、自分で行動する。

•物事をやり遂げようとする気持ちを持つ。

　　　　　　•きまりの大切さに気付き、守ろうとする。
　　　　　　　　　　•わからないことを尋ねる。

０歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳

育ちの
特徴

主として
生活して
いく力

主として
人と

関わる力

主として
思考力の
芽生え

　　•保育者をまね、友だちに対する適切な行動や言い方を
　　　身に付けていく。

　　•周りの大人や子どもに関心を持ち、関わろうとする。

　　　　　•日頃から関わる人と挨拶をする。（他者意識）

　　　　　　　　　　•保育者等の仲介を通して、
　　　　　　　　　　　いろいろな思い経験をする。

　　•保育者等の仲介を通して、自分の思い等に対して
　　　折り合いをつける。

　　•人の話を注意して聞き、相手にわかるように話す。

　　　　•友達とのやり取りの中で、友達の立場になって考えようとする。

•見る、触れる（探索等）を
　通して、関わろうとする。

　　　　　 •イメージしながら、見立て（ごっこ）遊びをする。

　　　　　　　•探索活動を通して、探求心が芽生える。

•応答的な関わりや模倣で、次第に言葉を身に付ける。

　　　　　　•感じたり考えたりしたことを言葉等で表現する。

　　　　　•友達と共通の目的を見出し、工夫したり協力したりする。

　　　　•生活の中で数量や図形等に関心を持ち、取り入れて遊ぶ。

　•比べたり関連付けたりしながら、考えたり、試したり工夫したりする。

•探索活動を関連付けたりしながら、考えたり、試したり工夫したりする。
　•生活の中で簡単な標識や文字に関心を持ち、取り入れて遊ぶ。
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〔しまね教育振興ビジョン〕　
主に「人間力」との関わり
主に「社会力」との関わり
主に「学力」との関わり

•身体感覚が育つ。

•快適な環境に心地よさを感じる。

　　　　　•保育者等による語りかけ等を通じて、言葉への興味や、発語への意欲が育つ。

　　　•伸び伸びと体を動かし、はう、歩く等の運動をしようとする。

•人のまねをする。
　　　　　　　•身近な動植物に気付き、親しむ。
　　　　　　　•安定した関係の中で共に過ごす。
　　　　•形、色、大きさ等に気付く。

•走る、跳ぶ等全身を動かす。

　　　　　　　　　•自我が形成され、自 己主張が強くなる。

　　　　　　　　　　 •並べる、比べる、数える等、数量感覚を使う遊び方をする。

　　　　　　　　　　 •文字や数への興味 が芽生え、生活の中で字を見つけたり、 
　　　　　　　　　　　数を数えたりする。

　•基本的 な運動機能が巧みになる。
•戸外で十 分に体を動かす。

　•自然の 美しさ、不思議さに気付く。

　•絵本や 物語に親しむ。
　　•音楽 に親しみ、歌ったりリズム楽器を楽しんだりする。

　　　　•運動を楽しむ。

　　　　•身近にあるものや遊具、用具を使って、工夫して遊ぶ。
　　　　•身近な自然現象に関心を持ち、取り入れて遊ぶ。
　　　　•感じたこと、考えたことを音や動き等で表現したり、
　　　　　自由にかいたり作ったりする。

　•よいことや悪いことがあることに気付く。

　　　　　　•運動ゲーム（ルール）を楽しむ。
　　　　　　•安全に気を付けて行動する。

　　　　　　　•自分のイメージを動きや言葉などで表現したり、
　　　　　　　　演じたりして楽しさを味わう。

•身の回りのものに親しみ、
　様 な々ものに興味・関心を持つ。

•基本的生活習慣に興味・関心を持ち、自分でしてみようとする。

　　　　　　　　　　　•やってみようとする意欲を持つ。

•健康な生 活リズムを身に付ける。
•生活習慣 で必要なことについて、自分でできることは自分でする。

　　•自分 の興味・関心があることに、友達とやりとりをする。

　　　　　 •友達のよさに気付き、一緒に活動する楽しさを味わう。

•身近な人との応答を通して、
　声や表情等でのやり取りを
　する。

　•保育者等による温かく、受容的な
　　関わりから、丸ごと受け止めてもら
　　える安心感を持つ。

　　　　　　　•友達と喜びや悲しみを共感しあう。

　　•保育 者や友だちの言葉に興味を持ち、聞いたり話したりする。
　　　　　　　　　　　　　•自分が思ったことを相手に伝え、相手の思っていることに気付く。

　　　　　　　　　　•見通しを持って行動する。
　　　　　　　　　　•自分で考え、自分で行動する。

•物事をやり遂げようとする気持ちを持つ。

　　　　　　•きまりの大切さに気付き、守ろうとする。
　　　　　　　　　　•わからないことを尋ねる。

０歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳

育ちの
特徴

主として
生活して
いく力

主として
人と

関わる力

主として
思考力の
芽生え

　　•保育者をまね、友だちに対する適切な行動や言い方を
　　　身に付けていく。

　　•周りの大人や子どもに関心を持ち、関わろうとする。

　　　　　•日頃から関わる人と挨拶をする。（他者意識）

　　　　　　　　　　•保育者等の仲介を通して、
　　　　　　　　　　　いろいろな思い経験をする。

　　•保育者等の仲介を通して、自分の思い等に対して
　　　折り合いをつける。

　　•人の話を注意して聞き、相手にわかるように話す。

　　　　•友達とのやり取りの中で、友達の立場になって考えようとする。

•見る、触れる（探索等）を
　通して、関わろうとする。

　　　　　 •イメージしながら、見立て（ごっこ）遊びをする。

　　　　　　　•探索活動を通して、探求心が芽生える。

•応答的な関わりや模倣で、次第に言葉を身に付ける。

　　　　　　•感じたり考えたりしたことを言葉等で表現する。

　　　　　•友達と共通の目的を見出し、工夫したり協力したりする。

　　　　•生活の中で数量や図形等に関心を持ち、取り入れて遊ぶ。

　•比べたり関連付けたりしながら、考えたり、試したり工夫したりする。

•探索活動を関連付けたりしながら、考えたり、試したり工夫したりする。
　•生活の中で簡単な標識や文字に関心を持ち、取り入れて遊ぶ。
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２. 幼児教育から小学校教育の１２年間で身につけたい力　　　　
小学校で学ぶ教育内容

「島根県立大学松江キャンパス紀要第 64号 　　　　　　　　　　  2025 年」掲載「保幼小連携・接続カリキュラムに関する一考察⑴ －文部科学省の架け橋プログラムまでの施策から－」

幼児教育施設（保育所・幼稚園・認定こども園等）において乳幼児期に育てたい力　　　　　　　　　（０歳～小学校就学前）

健やかに
伸び伸び
と育つ

健康な心と体

自立心

協同性

道徳心・規範意識の芽生え

社会生活との関わり
思考力の芽生え
自然との関わり・生命尊重
数量・図形・文字等への関心・感覚

言葉による伝えあい 生

　活

総
合
的
な
学
習
の
時
間

豊かな感性と表現

生活して
いく力

身近な人
と気持ち
が通じ合う

人とかか
わる力

身近なも
のと関わり
感性が育つ

思考力の
芽生え

幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿 １年生 ６年生1歳児～５歳児０歳児

幼
児
教
育
施
設
と
小
学
校
と
の
接
続
・
連
携

健康

人間関係

•進んで運動し，健康な心と体を育てる
•自分のことは自分で行い，主体的に園生活を送る
•生活リズムを身につける

表現
•感じたことや考えたことを伝える
•音楽や造形活動，身体表現などで自分を表現する
•豊かな感性と創造性を育てる

•自分の力で行動し，自立心を育てる 
•先生や友達と関わりを深める
•遊びを通して一緒に活動する楽しさを味わう
•人に対する思いやりの気持ちを育てる
•きまりやルールを守り，規範意識を身につける

言葉
•自分の気持ちを言葉で表現する      
•先生や友達の話を聞き，自分から考えや思いを話し
　たりする
•日常の中で気持ちよく挨拶をする      
•絵本や童話，言葉あそびなどに親しむ      

環境
•身近な環境に主体的に関わり，生活に取り入れていく 
•好奇心をもって考えたり，発見したり，工夫したりし，
　思考力を高める 
•周囲の自然や社会に関わり，関心を持つ
•日常の中で文字や数量などに親しみ，関心を持つ      

体　育

特別活動

道　徳

外国語活動 外国語

家　庭

国　語

音　楽

図画工作

算　数

社　会

理　科

実際の社会や生活で生きて働く

知識及び技能
未知の状況にも対応できる

思考力・判断力・表現力等

学んだことを人生や社会に生かそうとする

学びに向かう力・人間性等

教科を通しての学習

知識・技能の基礎
（遊びや生活の中で，豊かな体験を通じて，何を感じたり，何に気

付いたり，何が分かったり，何ができるようになるのか）

思考力・判　　　　　　　　　断力・表現力等の基礎
（遊びや生活の中で，気付い　　　　　　　　　　　　 たこと，できるようになったことなども使いな

がら，どう考えたり，試　　　　　　　　　　　　 したり，工夫したり，表現したりするか）

学びに向かう力・人間性等
（心情・意欲・態度が育つ中で，いかによりよい生活を営むか）

遊びを通しての
総合的な指導

小学校教育において育みたい３つの資質・能力幼児教育において育みたい３つの資質・能力
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２. 幼児教育から小学校教育の１２年間で身につけたい力　　　　
小学校で学ぶ教育内容

「島根県立大学松江キャンパス紀要第 64号 　　　　　　　　　　  2025 年」掲載「保幼小連携・接続カリキュラムに関する一考察⑴ －文部科学省の架け橋プログラムまでの施策から－」

幼児教育施設（保育所・幼稚園・認定こども園等）において乳幼児期に育てたい力　　　　　　　　　（０歳～小学校就学前）

健やかに
伸び伸び
と育つ

健康な心と体

自立心

協同性

道徳心・規範意識の芽生え

社会生活との関わり
思考力の芽生え
自然との関わり・生命尊重
数量・図形・文字等への関心・感覚

言葉による伝えあい 生

　活

総
合
的
な
学
習
の
時
間

豊かな感性と表現

生活して
いく力

身近な人
と気持ち
が通じ合う

人とかか
わる力

身近なも
のと関わり
感性が育つ

思考力の
芽生え

幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿 １年生 ６年生1歳児～５歳児０歳児

幼
児
教
育
施
設
と
小
学
校
と
の
接
続
・
連
携

健康

人間関係

•進んで運動し，健康な心と体を育てる
•自分のことは自分で行い，主体的に園生活を送る
•生活リズムを身につける

表現
•感じたことや考えたことを伝える
•音楽や造形活動，身体表現などで自分を表現する
•豊かな感性と創造性を育てる

•自分の力で行動し，自立心を育てる 
•先生や友達と関わりを深める
•遊びを通して一緒に活動する楽しさを味わう
•人に対する思いやりの気持ちを育てる
•きまりやルールを守り，規範意識を身につける

言葉
•自分の気持ちを言葉で表現する      
•先生や友達の話を聞き，自分から考えや思いを話し
　たりする
•日常の中で気持ちよく挨拶をする      
•絵本や童話，言葉あそびなどに親しむ      

環境
•身近な環境に主体的に関わり，生活に取り入れていく 
•好奇心をもって考えたり，発見したり，工夫したりし，
　思考力を高める 
•周囲の自然や社会に関わり，関心を持つ
•日常の中で文字や数量などに親しみ，関心を持つ      

体　育

特別活動

道　徳

外国語活動 外国語

家　庭

国　語

音　楽

図画工作

算　数

社　会

理　科

実際の社会や生活で生きて働く

知識及び技能
未知の状況にも対応できる

思考力・判断力・表現力等

学んだことを人生や社会に生かそうとする

学びに向かう力・人間性等

教科を通しての学習

知識・技能の基礎
（遊びや生活の中で，豊かな体験を通じて，何を感じたり，何に気

付いたり，何が分かったり，何ができるようになるのか）

思考力・判　　　　　　　　　断力・表現力等の基礎
（遊びや生活の中で，気付い　　　　　　　　　　　　 たこと，できるようになったことなども使いな

がら，どう考えたり，試　　　　　　　　　　　　 したり，工夫したり，表現したりするか）

学びに向かう力・人間性等
（心情・意欲・態度が育つ中で，いかによりよい生活を営むか）

遊びを通しての
総合的な指導

小学校教育において育みたい３つの資質・能力幼児教育において育みたい３つの資質・能力
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3. 架け橋期のカリキュラム作成上の留意事項

遊びや学びの場で大切にする
経験のプロセス

幼児教育施設で展開する活動／
小学校の生活科を中心とした
各教科等の単元構成等

家庭や地域との連携

指導上の配慮事項

子ども

職員等

幼小交流活動

架け橋期に
めざす子ども像 /つけたい力 あきらめず挑　　　　　　戦する子ども（例）

架け橋期の　　　　　　 　　　カリキュラム
5歳児 小学校1年生　項　目（例）

４月～ ○月～３月 ４月～○月 ～３月

令和○年度　○○小学校区　架け　　　　　　　橋期のカリキュラム（共通シート） 島根県教育庁 教育指導課 幼児教育推進室

•　自分なりのめあ
てを持って取り組
む活動 

　遊びの中で自分なりの目標を持
ち、試したり工夫したりして、自分の
力を発揮する

【生活科】
　■学校となかよしⅠ
　　•学校をあるいてみよう
　　•なかよくなりたいな
　　•行きたい場所を決めよう
　　　（グループ話し合い）
　　•探検の準備をしよう
　　　（ルール作り）

【関連する他教科等】
　　•校庭の遊具遊び（体育）
　　•読み聞かせ「どうぞよろしく」
　　•えんぴつとなかよし（国語）
　　•名刺づくり（国語）（図工）

　　•導入期は活動中心
　　•45分をモジュール構成

内容は合科で設計
　　•意欲や頑張りをしっかり

価値づけ

１月　年長児と１年生との交流
　「昔あそび名人になろう」

３月　年長児と１年生との交流
　「ようこそ　●●小へ」

　　•子どもの主体性を引き出す環境
を工夫（生活科の展開）

　　•時間を十分確保

　■学校となかよしⅡ
　　•学校の秘密を見つけに行こう
　　•見つけた秘密の「発表会」をしよ

う
　　•上級生にお礼をしよう
　　　（縦割り班活動、交流等で関わっ

てもらった上級生へのお礼）

•　様々な経験を生
かして取り組む活
動
•　試行錯誤しなが
ら取り組む活動
•　話し合い、力を
合わせて取り組む
活動

•　相手の気持ちを
察して自分の思い
の出し方を考えた
り、我慢したり、気
持ちを切り替えた
りしながら取り組
む活動

　幼小でよく協議し、共通
理解の上で設定します。

　「経験のプロセス」の内容を受け、経験にふさわ
しい保育内容や学習内容を、共通理解を図りなが
ら記載します。入門期は、生活科欄と他教科等欄
を分けて設けています。

　「めざす子ども像/つけたい力」をめざす上で、どの
ような経験を段階的に積ませていくか検討します。

　幼児期の教育と小学校教育との異なる点や共通点に触れ、互いに理解
し合う中で、子どもの学びを深めるうえで大切にしたい内容を記載します。

子ども同士、及び幼小職員の交流の計画を記載します。

校区の話し合いにより、その他必要な項目を設定します。

校区の実態に
応じて項目を設定

設定数は自由。　
設定に向けての幼小の対話が
何より重要です。

　小学校学習指導要領では、
「特に、小学校入学当初においては、
幼児期において自発的な活動として
の遊びを通して育まれてきたことが、
各教科等における学習に円滑に接続
されるよう、生活科を中心に、合科
的・関連的な指導や弾力的な時間割
の設定等、指導の工夫や指導計画の
作成を行うこと」
とされています。

　各教科等の例としては、生活科と
の合科的・関連的な指導が可能な内
容を挙げています。

　子どもの多様性への配慮の点から
特別支援教育の視点、幼小の違いへ
の対応、保育者・教員の支援等の記載
が考えられます。

　この期間の規定はありません。
架け橋期のカリキュラムのうち、
アプローチ期・スタート期のカリ
キュラムを例示しています。

　新たな目標・難しいと思うことに
対しても、工夫しながら最後までや
り遂げようとする。

　初めてのことや、少し難しいと思う
ことにも取り組む。

•保育者の支援のポイント
　　子どもの事実を受け止める、共感、承認、価値づけ、賞賛、支援

集団の目的や共通の目的・課題を意識し、取り組む。

　自分なりの目標を立て、
学習に取り組む

㊕ 「一時　　　　　　　　　　　　に一事」「端的な問い、指示、説明」「視覚支援」「動きのある授業」「成功体験の積み上げ」
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3. 架け橋期のカリキュラム作成上の留意事項

遊びや学びの場で大切にする
経験のプロセス

幼児教育施設で展開する活動／
小学校の生活科を中心とした
各教科等の単元構成等

家庭や地域との連携

指導上の配慮事項

子ども

職員等

幼小交流活動

架け橋期に
めざす子ども像 /つけたい力 あきらめず挑　　　　　　戦する子ども（例）

架け橋期の　　　　　　 　　　カリキュラム
5歳児 小学校1年生　項　目（例）

４月～ ○月～３月 ４月～○月 ～３月

令和○年度　○○小学校区　架け　　　　　　　橋期のカリキュラム（共通シート） 島根県教育庁 教育指導課 幼児教育推進室

•　自分なりのめあ
てを持って取り組
む活動 

　遊びの中で自分なりの目標を持
ち、試したり工夫したりして、自分の
力を発揮する

【生活科】
　■学校となかよしⅠ
　　•学校をあるいてみよう
　　•なかよくなりたいな
　　•行きたい場所を決めよう
　　　（グループ話し合い）
　　•探検の準備をしよう
　　　（ルール作り）

【関連する他教科等】
　　•校庭の遊具遊び（体育）
　　•読み聞かせ「どうぞよろしく」
　　•えんぴつとなかよし（国語）
　　•名刺づくり（国語）（図工）

　　•導入期は活動中心
　　•45分をモジュール構成

内容は合科で設計
　　•意欲や頑張りをしっかり

価値づけ

１月　年長児と１年生との交流
　「昔あそび名人になろう」

３月　年長児と１年生との交流
　「ようこそ　●●小へ」

　　•子どもの主体性を引き出す環境
を工夫（生活科の展開）

　　•時間を十分確保

　■学校となかよしⅡ
　　•学校の秘密を見つけに行こう
　　•見つけた秘密の「発表会」をしよ

う
　　•上級生にお礼をしよう
　　　（縦割り班活動、交流等で関わっ

てもらった上級生へのお礼）

•　様々な経験を生
かして取り組む活
動
•　試行錯誤しなが
ら取り組む活動
•　話し合い、力を
合わせて取り組む
活動

•　相手の気持ちを
察して自分の思い
の出し方を考えた
り、我慢したり、気
持ちを切り替えた
りしながら取り組
む活動

　幼小でよく協議し、共通
理解の上で設定します。

　「経験のプロセス」の内容を受け、経験にふさわ
しい保育内容や学習内容を、共通理解を図りなが
ら記載します。入門期は、生活科欄と他教科等欄
を分けて設けています。

　「めざす子ども像/つけたい力」をめざす上で、どの
ような経験を段階的に積ませていくか検討します。

　幼児期の教育と小学校教育との異なる点や共通点に触れ、互いに理解
し合う中で、子どもの学びを深めるうえで大切にしたい内容を記載します。

子ども同士、及び幼小職員の交流の計画を記載します。

校区の話し合いにより、その他必要な項目を設定します。

校区の実態に
応じて項目を設定

設定数は自由。　
設定に向けての幼小の対話が
何より重要です。

　小学校学習指導要領では、
「特に、小学校入学当初においては、
幼児期において自発的な活動として
の遊びを通して育まれてきたことが、
各教科等における学習に円滑に接続
されるよう、生活科を中心に、合科
的・関連的な指導や弾力的な時間割
の設定等、指導の工夫や指導計画の
作成を行うこと」
とされています。

　各教科等の例としては、生活科と
の合科的・関連的な指導が可能な内
容を挙げています。

　子どもの多様性への配慮の点から
特別支援教育の視点、幼小の違いへ
の対応、保育者・教員の支援等の記載
が考えられます。

　この期間の規定はありません。
架け橋期のカリキュラムのうち、
アプローチ期・スタート期のカリ
キュラムを例示しています。

　新たな目標・難しいと思うことに
対しても、工夫しながら最後までや
り遂げようとする。

　初めてのことや、少し難しいと思う
ことにも取り組む。

•保育者の支援のポイント
　　子どもの事実を受け止める、共感、承認、価値づけ、賞賛、支援

集団の目的や共通の目的・課題を意識し、取り組む。

　自分なりの目標を立て、
学習に取り組む

㊕ 「一時　　　　　　　　　　　　に一事」「端的な問い、指示、説明」「視覚支援」「動きのある授業」「成功体験の積み上げ」
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4. つながる保育実践例

10月下旬～

秋のどんぐりころがしのストーリー
～遊びの循環がつながって～

　それぞれの場面にドラマがいっ ぱい！ 子どももワクワク！ 保育者もワクワク！
子どもの遊びがつながり、思いが つながって遊びが発展し、遊びこむ姿が生まれていき
ます。
　そのためのしかけ、環境構成が 重要なポイントになります。

・秋の自然のワクワクをたくさん
感じられる場所へ
・繰り返し出かけ、変化が感じ
られる場所へ
・昨年の経験を思い出す場所へ

「園外保育で見つけた ものを持って出ていいよ」　
「園庭にもステキなも のがないかな？」
　転がす遊びが始ま ることを期待して、子どもたちか
ら使いたいものを引き 出す
考えを受け止めながら 、一緒に感動！

・持って帰ったものをみんなで
楽しむ場を持つ
・期待をしっかりふくらませ、
繰り返し出かける

【ストーリーの基盤】
経験がつながる（経験の積み重ね）

楽しかったこと、うれしかったことがつながって、
遊びに対する思いや考え等の基盤となる。

もっと知りたい！もっとやりたい！
もっと楽しみたい！
遊びの発展　遊びの深まり　夢中！
自分なりのめあてから、
友達との関わりも生まれる
イメージの共有　
工夫・試す・・・繰り返し

Ⅰ  秋の遊びのもと　みつけ（園外保育）

秋に親しむ、心地よさを感じる、自然物のおもしろさを感じる
「何かないかな？」　「ワクワク！」　見つけたもので遊びをイメージ

1１月上旬～

Ⅱ  園庭での遊びが広 がって

見つけた自然物を使って　　園庭の自 然物も生かして
水を流したり泥だんごを転がしたりした 経験を生かして

新しいワクワク（創意工夫）を期 待して

1１月中旬～

Ⅲ  保育室の遊びへつなげよう
場を残しながら継続した遊びへ　もっと！もっと！が生まれるように
　自由に切ったり選んで使ったり、
　様々な素材を利用したりして、創意工夫が広がるように
　近くで友達の遊びを感じ、刺激を受けたり、関わりが深まったりす
るように

思い（気付き、発見、楽しさ等）がつながる
★場を残す等遊びを継続できるようにする中で
★子どものその思いを大切に受けとめ価値づける中で
　（振り返りで共感する等）

●　周りの自然に興味を持つ
●　気に入ったものを集める
●　昨年の遊びを思い出しながら、集めた
自然物を使った遊びをイメージする
●　自然物をクラスで見せ合う

どんぐりを最後 まで転がしたい！
●　どんぐりがコース の途中で止まり、
　最後に置いたボウル までいかない！
　「どうやったら最後ま で転がるんだろう？」
　「あっ！できた！」「わ かった！」
　「転がりやすいどん ぐりと、転がりにくいどん
　  ぐりがあるんだ！」
　「クヌギの実、ボール みたいだね」

曲がるコースを作りたい！
　難易度が違うコースを工夫して楽しむ中、
「曲がるコースにしたいけど、まっすぐ転がってしまう」
「どうしたらいいかな？」
「壁を作ったら？」
「それいいかも！やってみよう」
思うようにいかず、材料の向きを変えたり角度を変え
たり、試行錯誤の繰り返し・・・・・
　うまくいった時には大喜び！
　　　　　　　　　　次へのめあてへ

どんぐりころがし のゲーム作り
●　築山の傾斜を利用し、 樋を並べ、
　どんぐりを転がしてみる
　（水やどろだんごの時と の違い）
　傾斜や方向、樋の長さで 転がり方が違う
●　土を盛ったり削ったりし ながらコースを変え、
様々 な楽しみ方のゲ ーム が生まれる。

園庭で作ったコースがいい！
ジェットコースターみたいなコースがいい！

様 な々材料でそれぞれの作りたいコースのイメージもいろいろに！
●　考えて、相談して、試して、
　　大きなダンボールの斜面にふたつのコース（難易度別）を
　　　作ることに！

ペットボトルで作ったおさんぽバッグ

樋、スコップ、竹筒、
カップ、ボウル　等

ダンボール、空き箱、牛乳パック、トイレットペーパーやラップの芯、
大型積み木　等

リラックス
感じる心

心地よさ
ワクワク！

「これ使って遊んだ！」
「おもしろかった！」

たくさんの発見！
それぞれの興味・関心

比較、共有

予想、期待、
「もっと！」が
生まれる

どんなふうに
転がるかな？
ドキドキ！

繰り返し考え
繰り返し試して 遊びの可能性の広がり

「やってみたい！」がいっぱい

繰り返し試して
微調整

役割分担・協同性

発見！
達成感自分なりのめあて

友だちとの
共通のめあて

いろいろな
おもしろさを発見！

友だちとワ クワクの共有
考えを出し 合って挑戦！

それぞれのアイデアを発揮
見えやすい、わかりやすい

関わりやすい　そして認め合える

継続から生まれる気付き試行錯誤

はじめは樋を保育室に持ち込む・・・  思いをつなぐ　　
そして、お話タイムで子どもの心をくすぐり、もっと使いたいものを引き出す
導入・振り返りを大切にし、遊びの姿を価値づける
遊んだ場を残す　　
片づけるではなく、整える（次への期待を込めて）
友達とともに考えて進めていく楽しさを味わえるように
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4. つながる保育実践例

10月下旬～

秋のどんぐりころがしのストーリー
～遊びの循環がつながって～

　それぞれの場面にドラマがいっ ぱい！ 子どももワクワク！ 保育者もワクワク！
子どもの遊びがつながり、思いが つながって遊びが発展し、遊びこむ姿が生まれていき
ます。
　そのためのしかけ、環境構成が 重要なポイントになります。

・秋の自然のワクワクをたくさん
感じられる場所へ
・繰り返し出かけ、変化が感じ
られる場所へ
・昨年の経験を思い出す場所へ

「園外保育で見つけた ものを持って出ていいよ」　
「園庭にもステキなも のがないかな？」
　転がす遊びが始ま ることを期待して、子どもたちか
ら使いたいものを引き 出す
考えを受け止めながら 、一緒に感動！

・持って帰ったものをみんなで
楽しむ場を持つ
・期待をしっかりふくらませ、
繰り返し出かける

【ストーリーの基盤】
経験がつながる（経験の積み重ね）

楽しかったこと、うれしかったことがつながって、
遊びに対する思いや考え等の基盤となる。

もっと知りたい！もっとやりたい！
もっと楽しみたい！
遊びの発展　遊びの深まり　夢中！
自分なりのめあてから、
友達との関わりも生まれる
イメージの共有　
工夫・試す・・・繰り返し

Ⅰ  秋の遊びのもと　みつけ（園外保育）

秋に親しむ、心地よさを感じる、自然物のおもしろさを感じる
「何かないかな？」　「ワクワク！」　見つけたもので遊びをイメージ

1１月上旬～

Ⅱ  園庭での遊びが広 がって

見つけた自然物を使って　　園庭の自 然物も生かして
水を流したり泥だんごを転がしたりした 経験を生かして

新しいワクワク（創意工夫）を期 待して

1１月中旬～

Ⅲ  保育室の遊びへつなげよう
場を残しながら継続した遊びへ　もっと！もっと！が生まれるように
　自由に切ったり選んで使ったり、
　様々な素材を利用したりして、創意工夫が広がるように
　近くで友達の遊びを感じ、刺激を受けたり、関わりが深まったりす
るように

思い（気付き、発見、楽しさ等）がつながる
★場を残す等遊びを継続できるようにする中で
★子どものその思いを大切に受けとめ価値づける中で
　（振り返りで共感する等）

●　周りの自然に興味を持つ
●　気に入ったものを集める
●　昨年の遊びを思い出しながら、集めた
自然物を使った遊びをイメージする
●　自然物をクラスで見せ合う

どんぐりを最後 まで転がしたい！
●　どんぐりがコース の途中で止まり、
　最後に置いたボウル までいかない！
　「どうやったら最後ま で転がるんだろう？」
　「あっ！できた！」「わ かった！」
　「転がりやすいどん ぐりと、転がりにくいどん
　  ぐりがあるんだ！」
　「クヌギの実、ボール みたいだね」

曲がるコースを作りたい！
　難易度が違うコースを工夫して楽しむ中、
「曲がるコースにしたいけど、まっすぐ転がってしまう」
「どうしたらいいかな？」
「壁を作ったら？」
「それいいかも！やってみよう」
思うようにいかず、材料の向きを変えたり角度を変え
たり、試行錯誤の繰り返し・・・・・
　うまくいった時には大喜び！
　　　　　　　　　　次へのめあてへ

どんぐりころがし のゲーム作り
●　築山の傾斜を利用し、 樋を並べ、
　どんぐりを転がしてみる
　（水やどろだんごの時と の違い）
　傾斜や方向、樋の長さで 転がり方が違う
●　土を盛ったり削ったりし ながらコースを変え、
様々 な楽しみ方のゲ ーム が生まれる。

園庭で作ったコースがいい！
ジェットコースターみたいなコースがいい！

様 な々材料でそれぞれの作りたいコースのイメージもいろいろに！
●　考えて、相談して、試して、
　　大きなダンボールの斜面にふたつのコース（難易度別）を
　　　作ることに！

ペットボトルで作ったおさんぽバッグ

樋、スコップ、竹筒、
カップ、ボウル　等

ダンボール、空き箱、牛乳パック、トイレットペーパーやラップの芯、
大型積み木　等

リラックス
感じる心

心地よさ
ワクワク！

「これ使って遊んだ！」
「おもしろかった！」

たくさんの発見！
それぞれの興味・関心

比較、共有

予想、期待、
「もっと！」が
生まれる

どんなふうに
転がるかな？
ドキドキ！

繰り返し考え
繰り返し試して 遊びの可能性の広がり

「やってみたい！」がいっぱい

繰り返し試して
微調整

役割分担・協同性

発見！
達成感自分なりのめあて

友だちとの
共通のめあて

いろいろな
おもしろさを発見！

友だちとワ クワクの共有
考えを出し 合って挑戦！

それぞれのアイデアを発揮
見えやすい、わかりやすい

関わりやすい　そして認め合える

継続から生まれる気付き試行錯誤

はじめは樋を保育室に持ち込む・・・  思いをつなぐ　　
そして、お話タイムで子どもの心をくすぐり、もっと使いたいものを引き出す
導入・振り返りを大切にし、遊びの姿を価値づける
遊んだ場を残す　　
片づけるではなく、整える（次への期待を込めて）
友達とともに考えて進めていく楽しさを味わえるように

　☞ 環境構成作成表・・・・・・・・・・・
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５. 幼小合同研修等での活用ツール（例）

　☞ 幼小合同研修の実践例　・・・・・・・・・・・・

⑴　協働作成に向けた幼小の基盤として　…【学びのデザインシート】

　令和　　年度　　　　　　　小学校区　架け橋期の学びのデザインシート
架け橋期に

めざす子ども像
つけたい力

挑戦する子ども

時　期
5歳児 小学校1年生

4月〜　　　　　月〜 3月　　　　　　　　　　　　　　　　　4月〜　月　　　　　  〜 3月

遊びや学びの場で
大切にする姿・経験

○様々なことに興味関心を持ち、調べ
たり、試したり確かめたりする

○目標を持って活動する
○友達と協力して取り組む
○役割を持ち、自分の力を発揮する

○人や場に慣れ、安心して生活する
○幼児教育での経験を生かし、調べたり
　試したり確かめたりしながら学習する
○目標を持って学習したり、振り返って
　次に生かそうとしたりする
○友達と相談したり協力したりして取り組む

指導上の配慮事項
（担任等大人の関わり・

環境構成等）

幼小交流活動
（ねらい）

　☞ 学びのデザインシート（様式）　・・・・・・・・・・・・　

⑵　幼小協働で情報を広げる　…【ウェビング】

　架け橋期のカリキュラム開発に
向けて、学びをつなぐために、ま
ず幼小で視点を持って協議します。
　このシートは、協議する視点や
協議した内容を可視化しておくも
のとして活用できます。
　ここに記録した内容を、校区の
架け橋期のカリキュラムに生かし
ていきます。

　ウェビングは、ある一つの
キーワードから思いつく言葉
を書き出し、次々とつなげ、
思考を広げる方法です。

　架け橋期のカリキュラムを
幼小で協働開発する際、「遊
びや学びの場で大切にする経
験のプロセス」を検討すると
きに有効です。

①　紙の中心に、メインテーマ（例：架け橋期のカリキュラムの「めざす子ども像」等）を書く。
②　メインテーマから、メンバーが発想したことを関連付けながら、くもの巣のようにつなげていく。
③　全体を見渡し、移動したり、削除したり、線で結ぶ等して完成させる。
④　出来上がったマップから、どんなキーワードが得られるかを考える。

架け橋カリキュラムを考える
～「めざす子ども像・つけたい力」～

【個人】…付箋
 ①　自校や園所の子どもの姿や講義内容をもとに
　　　「めざしたい姿」「つけたい力」を書き出す。 5分

【グループ】…模造紙 
 ②　①を紹介し合う。 10分
 ③　優先順位の高いものを（5つぐらい）選ぶ。 10分
 ④　③をもとに1〜2つに絞る（まとめる）。  10分

【全体】 
 ⑤　④を共有する。 5分

研修例

研修例

幼小で協議し、共通理解の
上で設定します
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⑶　多種多様な情報を得る　…【ブレインライティング】

テーマ

1

2

3

4

5

⑷　情報を精選する　…【ピラミッドチャート】

①　課題を設定する。（例「伝え合う力を育むために必要な経験」等）
②　ブレインライティングの環境を整える。　・５人〜８人程度のグループ編成をする。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・上図のシートを、一人１枚配付する。
③　最初の１の空欄に、テーマに対するアイデアを３つ記入する。（５分）
④　５分後、司会者の合図で全員一斉に自分のシートを左側の参加者に渡す。
⑤　１の欄に記入されたことから考えたアイデアを、自分の右側の参加者から回ってきた

シートの２の欄に、前回同様３つ、５分で記入する。
　　（できるだけ先ほどと違うアイデアを記入する。）
⑥　この手順を、合計６回繰り返す。
⑦　この後、手元に戻ったシート内で、特に大切だと思ったものを２つ程度に絞り、
　それをもとにグループで話し合う。

①　ピラミッドの底辺に、持っている情報や意見をできるだけたくさん書く。
　　（文ではなく、情報等を短く書く。）
②　その中から重要だと思ったことを中段に書く。
③　特に重要だと思ったことを、最上段に書く。
④　取捨選択と統合によって、情報が精選されます。
　　（例：　架け橋期に大切にしたい経験）

研修例

研修例

　グループ協議等において、紙に
書きながら、意見を交わし、問題
解決する手法です。

　例えば、「子どもたちが思考力
を高めるために必要な経験」と
いった課題を検討する際に必要と
なる、多種多様な情報を得るとき
等に用いることができます。

　優先順位の高いもの等に情報を
絞り込む時に使います。

　例えば、　架け橋期のカリキュ
ラムの「めざす子ども像」や「育
みたい資質・能力」の設定作業で、　
多様な情報に優先順位をつけると
きに用いることができます。

【階層3】
階層2の中から

優先順位の高いものを
2つにしぼる

【階層2】
階層1の中から優先順位の
高いものを5つにしぼる

【階層1】
対話・講義で心に残った内容
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⑸　課題を検討する　…【ロジックツリー】

　【ロジックツリーの種類】

①　テーマの設定
　・　 感じたり指摘されたりしたことの中で、取り組む価値が高いと思われるものを一つ

選ぶ。（改善の余地がないことは避ける）
　　　　※テーマ例：　「今回の授業で、幼児教育の成果を取り入れるなら、何か？」
　　　　　　　　　　　「○○の場面で、子どもたちが熱中したのはなぜか？  その理由は？」等
②　テーマの原因を探る（WHYツリー）
　・　原因を大項目に枝分かれさせる。
　　　　※大項目例：「環境設定」「保育者、教職員の関わり方」等
　・　 大項目から、さらに「なぜそうなのか」を考え、ツリーをどんどん埋めていく。
　　　　※行き詰まった問題は、上の階層との因果関係があるか点検
③　テーマの原因を特定し、「課題」に変える
　・　ツリー上の問題点を比較し、特に重要で解決する価値の高いものを一つ決める。
　・　特定した原因を課題（解決のための行動）に変える。
④　課題の解決策を考える
　・　 HOWツリー（どうしたらよいか）を使い、解決策を大項目に枝分かれさせる。
　・　大項目から、さらに「どうしたらよいか」を考え、ツリーをどんどん埋めていく。
⑤　解決策の順位を決める
　・　ツリー上の解決策を比較し、特に価値の高いと思われるものから順位をつける。
　・　グループごとに解決策を発表し、全体で共有する。
　　　　※例：　全ての発表を受け、保育公開者が自己評価

研修例

［WHATツリー］ ［WHYツリー］ ［HOWツリー］
How？Why？What？

大項目 大項目大項目

問題が解決されるかの確認

問題 課題

原因

原因

原因

原因

原因

原因

解決策

解決策

解決策

解決策

解決策

解決策

How？Why？

も
れ
な
く

ダ
ブ
リ
な
く

　要素を分析するときに
使用
・　「中身は何？」を繰り
返して対象を分解し、
要素を可視化

　背景や原因を分析する
ときに使用
・　「なぜ？」を繰り返し
て問題を分解し、原因
を掘り下げる。

　課題の解決策を具体化
するときに使用
・　「どうやって？」を繰
り返して課題を分解し、
解決策を洗い出す。
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保育指導官 幼児教育担当課

重田　　幸 大田市健康福祉部子ども保育課　副主幹 幼児教育担当課

八束 　政義 島根県教育庁特別支援教育課　課長 特別支援教育

○ヒアリングメンバー（令和６年８月現在）
氏　名 所　属 備　考

持田 　美和 松江市立出雲郷幼保園 公立幼保連携型
認定こども園

小林 　笑子 出雲市立今市幼稚園 公立幼稚園

永谷 　公亮 坪内朋和学園育英北幼稚園 私立幼保連携型
認定こども園

松本 世理子 池田保育園 公立保育所

石飛 　明美 出雲乳児保育所 私立保育所

常永 　美海 津和野幼花園 私立保育所



島根県幼児教育センター
（島根県健康福祉部） （島根県教育委員会）

令和 7年 3月

令和７年３月
島根県幼児教育センター

（島根県健康福祉部・島根県教育委員会）

しまねの架け橋期の教育ガイド

島根県松江市殿町１
島根県教育庁教育指導課幼児教育推進室
TEL 0852-22-5419  FAX 0852-22-6265 

０歳からの育ちを
学びの土台に

しまねの架け橋期の
教育ガイド

（幼小連携・接続）
幼児教育と小学校教育をつなぐ
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